
 

 

 

 

 

第２６回 

市川海岸塩浜地区護岸検討委員会 

 

 

平成２１年７月３０日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－1－ 

午後６時００分 開会 

○事務局（宇田川） それでは、定刻となりましたので、ただいまから、第26回市川海岸塩

浜地区護岸検討委員会を開催します。 

 委員の皆様におかれましてはご多忙のところ出席いただき、まことにありがとうございます。 

 議事に入りますまでの進行を務めさせていただきます、千葉県河川整備課の宇田川と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の資料を確認させていただきます。 

 まず、１枚目に会議次第がございます。次に、本日の出席委員の一覧表がございます。次に、

資料１といたしまして、前回の第25回委員会の会議結果概要がございます。次に、資料２と

しまして、第１回勉強会の開催結果概要がございます。次に、資料３といたしまして、緑化試

験の経過報告がございます。次に、資料４といたしまして、現地見学会の開催状況がございま

す。次に、資料５といたしまして、平成22年度実施計画についてというのがございます。次

に、資料６としまして、護岸バリエーション検討資料というのがございます。最後に、資料７

としまして、市川市塩浜１丁目海岸再生事業についてというのがございます。 

 以上が、本日の資料となります。 

 足りない方はいらっしゃいますでしょうか。 

 それでは、委員の皆様のお手元には、三番瀬再生計画に係る資料をつづった青いファイルを

置かせていただいておりますが、このファイルは次回以降も使用しますので、お持ち帰りにな

らないようよろしくお願いします。 

 本日の委員の出席状況ですが、澤田委員におかれましては、所用により欠席する旨の事前の

連絡を受けております。また、県河川整備課の荒木委員が所用により欠席することになりまし

て、同課の井口副課長が代理で出席いたします。所用によりちょっと遅刻するという連絡を受

けております。 

 それでは、これから議事に入らせていただきます。 

 本日の主な内容は、平成22年度実施計画、それと護岸バリエーションの検討、市川市塩浜

１丁目海岸再生事業についてです。 

 議事の進行は遠藤委員長にお願いしたいと存じます。遠藤委員長よろしくお願いいたします。 

○遠藤委員長 皆さん、こんばんは。大分暑くなってきましたけれども、我々が親しめるよう

な海が早くできるといいかなというような、そういうことを考えたいような時期になってきま

したけれども、お忙しいところご出席いただきましてありがとうございます。 
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 第26回の委員会ということですけれども、ただいまご紹介ありましたように、会議次第に

沿って進めたいと思います。 

 それでは、報告事項ということで、第25回委員会の開催結果概要及び第１回勉強会の開催

結果概要について、事務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局（江澤） それでは、資料の１をごらんください。第25回委員会の会議結果概要で

ございます。 

 前回では、春季モニタリング調査の結果概要について、それから24回委員会の開催結果概

要について、それから21年度護岸検討委員会の開催予定について、それから三番瀬評価委員

会からの意見及び対応について、それから護岸バリエーションについてということで検討を行

いました。 

 概要については、護岸バリエーションについてということで、その主な意見をご紹介させて

いただきます。 

 この意見の中では、２ページにありますように、バリエーションの区間は50メートルだと

短いと考えている。 

 それから、①、②案の断面を組み合わせていくのがよい。 

 それから、施設の管理にもコストがかかる。市を含めた管理方法を考えたほうがいい。 

 それから、生物から見たバリエーションを考える必要がある。 

 それから、保全ゾーンについてはミニマムがよい。 

 それから、管理費はどうするのか等を心配している。 

 それから、捨石は生物から見ると悪くはない。 

 海側の整備が先行しても支障はない。 

 というようなご意見がございまして、最後にまとめとしまして、保全区域を広げない。生物

多様性の構造を織り込む。平面図を描いてみる。複合的な形はあり得るのか検討する。評価項

目の内容を詰める。今年度に方向性を出したいというような意見があったところでございます。 

 それから、資料の２をごらんください。第１回の勉強会の開催結果概要でございます。 

 この勉強会におきましては、護岸のバリエーションの検討ということで開催したところです。 

 主な意見といたしまして、事務局のほうから、防護柵についてですけれども、県の海岸を管

理している部門のほうから、柵の設置については維持管理が非常に難しいという意見があった

ことから、設置については再度検討をさせていただきたいということをご説明いたしました。 

 それから、海岸保全区域内で整備する。区域より海側は手をつけないという方向で検討する
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こととなりました。 

 それから、親水ゾーンと保全ゾーンを一体に考えることも必要ではないかというふうな意見

もありました。 

 それから、下のほうに行きまして、ＡＰ＋３メートルより下の部分は生物に配慮したバリエ

ーションを考えていくべきである。 

 ＡＰ＋３メートル下の部分でカーブを描いたほうがよい。湾入部ができると沿岸流や離岸流

が生じ生物の生息に都合がよい。また景観上も好ましい。 

 被覆石整備済区間の現状のように、石同士の間隔があいていると稚魚に適した環境であると

考えるというような意見があったところです。 

 勉強会についての開催結果概要については以上でございます。 

○遠藤委員長 ただいまの勉強会についての結果概要の報告がありましたけれども、そのこと

については何かいかがでしょうか。ご意見ありましたら、あるいは内容につきまして、何かお

気づきの点がありますか。 

 はい田草川さんどうぞ。 

○田草川委員 市川市の田草川です。 

 勉強会だということなんで、物を決めるところじゃないとは思っていたんですけれども、何

か今見てたら、例えば海岸保全区域内で整備する方向で区域より海側には手をつけないという

こととなったと。なんか、ここで決定したようになっているんですけれども、それはどうなん

でしょうか。勉強会とちょっとこのものを決定するところとは違うんじゃないかと思うんです

がいかがでしょうか。 

○遠藤委員長 勉強会は勉強会ということですので、「なった」という表現になっていますけ

れども、そういう意見が「あった」ということですよね。 

○田草川委員 そうですね。 

○遠藤委員長 はい。 

 ほかにいかがですか。 

 よろしければ、また、ほかとの関係も出てくるかと思いますので、引き続き次に進めたいと

思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 またお気づきのときがあれば発言していただくことにしまして、次に、緑化試験の経過報告、

現地見学会の開催状況等について事務局からお願いします。 

○事務局（江澤） 資料の３をごらんください。緑化試験の経過報告です。 
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 今年の春でございますけれども、緑化のための基盤の整備を行いました。その後、種や苗を

植えて、その経過を見ているところです。 

 一番最初のシートにありますように、石の上に土嚢を置いたもの、それから石の間に砂を詰

めたものと、この２種類の基盤で試験を実施しております。 

 下の２シート目のほうに、どんなものを植えたのかということで書いてございます。種まき

と苗の移植ということで２つ実施しております。 

 主なものとしては、ハマダイコン、ハマヒルガオ、ハマニンニク、ハチジョウナ、イワダレ

ソウ、こういったものを植えております。 

 次のページですが、土嚢の緑化の経過というところです。 

 一番上が４月27日の状況、真ん中が５月31日の状況、一番下が６月27日の状況です。 

 これを見ますと、土嚢の劣化というのが目立っております。植物の枯れの原因として、水分

の条件、風等の影響というのが想定されているところです。 

 それから、砂の間詰めに比べて成育が余りよくないというような状況になっております。 

 これについては、石の上に植生の基盤を設けるということで、保水性が大事だということで、

下にブルーシートを敷いて保水性を高めたわけですけれども、下に穴をあけずに横に穴をあけ

ていたわけですが、ブルーシートにたまった水が土嚢で吸い上げられて、紙のような状態でち

ょっと劣化が進んでいるというような状況になっております。 

 それから、下のシートですけれども、砂の間詰めによる緑化の経過ということで、同じよう

に、４月27日、５月31日、６月27日の状況になっています。 

 これを見ますと、砂の種類によらずハマニンニク、ハマダイコンなどの発芽・活着が良好で

あるということです。それから最近では雑草も見られるようになったということで、土嚢のも

のに比べて、こちらの砂の間詰めのほうが経過がいいという状況になっております。 

 それから、次のページですが、基盤タイプの比較ということで、土嚢と砂の間詰めによる比

較を行ったところです。 

 上のほうにあるのがハマダイコンの種による比較ということで、これを見ましても、砂の間

詰めによる緑化のほうが成育がいいというような状況になっております。 

 また下については、ハマニンニクの苗で植えたものについてですが、こちらについても、砂

の間詰めによる緑化のほうが成育がいいというような状況になっております。 

 それから、次のページですが、これはイワダレソウの苗の移植によるものです。 

 これについても、砂の間詰めによる緑化のほうが成育がよいというような状況になっており
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ます。 

 それから、その下ですが、砂のタイプによる比較ということで、購入砂と海砂で違いがある

のかというのを見ておりますけれども、ハマニンニクの例を見ますと、どちらでも大きな差は

見られないというような状況になっております。 

 それから、次のページは、具体的に数字を挙げて、これはどのくらいの状況かと見たもので

すけれども、６ページになりますか、１枚めくっていただくと、砂の間詰めによる緑化の位置

図ということで載っておりまして、その下が、種の発芽の状況ということで、ハマニンニクと

ハマダイコンの発芽率が高いというような状況の数字が見てとれます。 

 それから、同様に、その次のページについては、苗の活着の状況ですけれども、こちらにつ

いてもハマニンニクの活着率が高い。ハマダイコンは砂の間詰めのほうが活着率が高いという

ような状況が見られているところです。 

 一夏越えられるかどうかというのが１つのポイントでありまして、今後、モニタリングをし

ながら見ていきたいというふうに考えております。また、夏あけ時点でご報告をさせていただ

きたいというふうに考えております。 

 それから、資料の４のほうですけれども、６月24日に行われました砂付け試験の現地見学

会の開催状況です。 

 小雨にもかかわらず参加者20名おいでいただきましてありがとうございました。 

 当日、下のイメージ図にありますように、１丁目と２丁目の境の隅角部を利用いたしまして

砂の投入を行ったところです。砂のボリュームとしては100立米ぐらいを最終的に入れている

ところです。 

 次のページをお開きください。 

 砂付け試験の材料ということで、ここに入れた砂につきましては、君津産の洗い砂を持って

きております。下の４シート目にあるように、現地の砂とほぼ同じような粒度を持ったものを

持ってきております。青い線が現地の砂の粒度曲線で、赤い線が持ってきた砂の粒度曲線です。

ほぼ同じようなものということになっております。 

 それから、次のページですけれども、これは施工状況になっております。 

 これは、砂を投入する前に汚濁防止シートを敷きまして、内側に流出防止工を設置して、そ

れから石積み護岸のほうに砂が流れないようにということで基礎シートを設置しております。 

 下の６シート目のように、護岸の上からバックホウで砂を投入していったところです。見学

会当日については20立米ぐらいを投入したところです。 
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 次のページをお開きください。置き砂投入後の状況です。 

 下の８シート目のほうが、左上のほうが２週間後、７月10日に撮影した状況になっており

ます。それから、その下が７月22日に撮影したところです。ここの時点で砂の勾配等をはか

っておりますけれども、上のほうは約１対11の勾配になっておりまして、下のほうが１対3.4

の勾配ということになっております。 

 これにつきましても、次のページの９シートにあるように、モニタリングを今後継続して見

ていくということにしているところです。 

 見学会の開催状況については以上でございます。 

○遠藤委員長 どうもありがとうございました。 

 今、２件についてのご説明をいただきましたけれども、まず最初の、緑化試験の経過報告と

いうことにつきまして、まずご意見をと思いますけれども、緑化試験は、ある面では念願の１

つの試験だったわけですけれども、ここにありますように、５種類の多年草を選んで、基盤と

しては土嚢、あるいは砂の間の間詰めというふうなことでやってみたということの報告があり

ました。また特にハマダイコンとハマニンニクについては、基盤といいますか、土嚢を置いた

場合と、砂の間詰めの場合との比較などが報告されたわけですけれども、今までの状況では、

ハマニンニクとハマダイコンが特に顕著に出ているということが主なところかと思いますけれ

ども、何かこれについてご意見等ございましたらお願いします。 

○及川委員 この前の砂入れのときに、ハマダイコンかなんか実がなっていて、だれが言った

か忘れたけれども、だれか「これ、もう実とっといたらいいんじゃないか」という話があった

んですけれども、それはあのまま、とりました。 

○事務局（江澤） あのままです。 

○遠藤委員長 それはどういうことなんですか。 

○及川委員 この前植えたものが、花が咲いて実がなっていたんですよ。だから、これとって

またまけばいいんじゃないかと話していたんですよ。 

○遠藤委員長 とらないままやったということですね。 

○事務局（江澤） できるだけ、そのままの状態でどうなるかというのをちょっと見てみたい

ところもありますので。 

○遠藤委員長 ほかにいかがでしょうか。 

 後藤さん。 

○後藤委員 １つは、吸い出し防止シートの状況、特に砂がへこんじゃったとか、何かちょっ
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と傷んでいるとかいうようなことはないのかというのが１点と、それから普通の雑草が、かな

り陸側で実験していますので、その辺が入ってくる様子があるのかどうか、その２点だけお伺

いします。 

○事務局（江澤） 最初の質問は、白い基礎シートのことでよろしいんですか。 

○後藤委員 そうです。砂を入れる下に敷いた、石の下に敷いた。 

○事務局（江澤） これについては、砂で押えられてない上のほうがちょっととれかかってい

るような、そういう状況になっております。ただ、下のほうについては、ちゃんとできていま

す。 

○後藤委員 これどれぐらいもつもんですか。予想というとおかしいんですけれども、耐久性

はあるのかないか。 

○事務局（江澤） 耐久性としてはあるというふうに思います。 

○後藤委員 あともう１点、普通の雑草が入ってきているかどうか、砂のところに。 

○事務局（江澤） それは砂をつけたところということでしょうか。 

○後藤委員 緑化試験の場所ですね、今の。 

○事務局（江澤） こちらでは、石の間に砂を入れた部分について雑草がはえてきているとい

うような状況が見られます。 

○後藤委員 ああそうですか。 

○事務局（江澤） はい。 

○遠藤委員長 ほかにいかがでしょうか。 

 佐々木さんどうぞ。 

○佐々木委員 現地では、今、砂付け実験をしたあの場所に近いほうで勝手に雑草がはえてい

るところがありますよね。成育状況から見ると、勝手に置いてあったほうが非常に元気よく育

っているように見えたんですけれども、これはハマダイコンなり、ハマニンニクとは違うもの

であるとすると、いずれにしろ、土嚢の実験は現地では植物が貧弱にしかはえていないように

見受けられます。やるとしたらシートを張って砂を入れる方法かなと思うし、一番いい方法と

していろいろ考えられるとしたら、やはり自然に間詰めの中に砂を流し込んで、どの程度入る

か知りませんけれども、そういう方向性というのは考えられるのかどうか、この２点、ちょっ

と教えてください。 

○遠藤委員長 お願いします。 

○事務局（江澤） 今、石積みのところで、多少砂の基盤があるところについて雑草が幾らか
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はえている状況になっています。それは、やっぱり持ってきた砂の中に種が入っていたり、根

が残っていたりというような状況で出てきたんじゃないかなと思っております。それについて

は、ちょっと見てみると特段海浜植物的なものはなくて、普通にどこでも見られるような、そ

ういう雑草でございます。 

 それから、石の間に砂を入れたほうが成育状況からも見ていいんじゃないかという話ですけ

れども、こちらについては、多少施工するのに手間がかかるような状況になっております。で

すから、普通の基本断面をつくるよりもちょっと手間もかかるし、金額的にもかかるというこ

とで、全部はできないにしても、幾らかこういったものをやるということはできるかなという

ふうに思っております。 

○遠藤委員長 ほかにいかがですか。 

 どうぞ及川さん。 

○及川委員 砂付けの試験なんですけれども、今日も現場に行って見てきたんですけれども、

今年は、南西の風が十四、五メートル吹いている日がずっと続いているから、今まで以上に波

が立っていると思うんですよね。その割にはまあまあ残っていました。これを見ればわかるで

しょうけれども、押えの石積みの２段目の辺に一番流れているのがそこでおさまっているし、

上のほうも、それから今日まで日がたっているわけですよね。大体これに近い形でまだなって

いました。これから先はわかりませんけれども。 

○遠藤委員長 はい竹川さんどうぞ。 

○竹川委員 この間、砂付けの当日ですけれども、流出防止工の外側に既にかなり砂がついて

おりまして、それであのときはちょっと引いていたんですかね、カラスなんかがそこでおりて

見ましたけれども。そうしますと、砂をとめるという防止工事ですね、それの有効性というん

でしょうか、心配するほど外に流れていないんじゃないかというような感じがそのときしたん

ですね。 

○遠藤委員長 今、緑化のところの話をしているので、緑化試験に関しての話だったんですけ

れども。 

○竹川委員 ああそうですか。 

○遠藤委員長 それが終わったら、現地のほうのと思っていたんですけれども。 

 ちょっと、そこまで、まずよろしいですか。 

 ２件ありましたので２つに分けてと思っていたんですけれども。 

 それで、ハマヒルガオとハマニンニクについてはこういうデータですけれども、ちょっと事
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務局のほうに伺いしたいんですけれども、要するにこういうことをすることについて、どこま

でこの結果を予測していたかということと、それから種まきの植種の数が50本と10本とかと

なっているんですけれども、この辺はどういうことなんでしょうか。その辺についてご説明い

ただければ。 

○事務局（江澤） まず、50本とか10本の違いですけれども、これをとってきたのが、隣の

三番瀬の海浜公園から許可をいただいてとってきたところです。イワダレソウについては非常

に数が少なくて、たくさんとれるような状況でなかったということから10本と、こういう少

ない数字になっているところです。 

 もう一つ予測ができているかどうか…… 

○遠藤委員長 どんな結果になるかというようなことを予測していた。予測どおりのことなの

か、あるいは予想よりもずっと大分違っていたのかという。 

○事務局（江澤） １つは、土嚢による基盤をつくったほうなんですけれども、この土嚢がこ

んなに劣化してしまうというのは予測外でした。こんなに石の間に砂を入れたほうと差がつく

というふうには思っていませんでした。１つは、ブルーシートの下にも多少穴をあけて水を落

してやったほうがよかったのかなと、今はそういうふうに思っているところです。 

○遠藤委員長 移植の数が違うと、なかなか入手ができなかったということですけれども、同

等に比較していいかどうかということがあるんじゃないかなという気はしますけれども。 

 ほかにいかがでしょうか、この緑化試験については。もう１年ぐらいやっていけば。 

 後藤さんどうですか。 

○後藤委員 多分位置がかなり陸側ですので、この１年間は様子を見ながらということになる

と思うんですけれども、陸のほうから雑草が入ってくるのを少し様子を見ながら、この位置が

本当に海浜植物の位置なのかどうかというのもあると思います。例えばハマヒルガオなんかは

砂が少し動くぐらいとか、ほかのものが入りにくいとかいう条件がありますので、ぎりぎりこ

こまで、下のほうまでやっていただいたんですけれども、基本的に見ながら、モニタリングし

ながら、本当にこの位置がこういう植物に適しているかどうかということは少し考えたほうが

いいのかなと思いますので、これから調査する場合も、それをちょっと留意していただければ

と思います。 

○遠藤委員長 はいどうぞ。 

○榊山委員 今後の方針についてお聞きしたいですけれども、雑草がはえても基本的には手を

つけないとか、実がなっても実はとらないとか、そういう手をつけるかつけないか、整備する
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かしないか、人がですね。どういう方針でやるかお聞きしたいんですけれども。 

○事務局（江澤） １つは、この試験については手を加えずに、どんなふうに植物が育ってい

くかというのを見るのと、どういうふうに植物が遷移をしていくのかというのを見るのに、手

を加えないで見ていこうというふうに思っています。 

○遠藤委員長 いいですか。よろしいでしょうか。 

 少し時間の経過を見なければというところもあるかと思いますけれども。 

 はいどうぞ。 

○清野委員 この実験については、随分きちんとデータをとっていただいてよかったと思いま

す。 

 植えた種類なんですけれども、基本的に草ばかりなので、ちょっと今後ということを今言っ

ていいのかどうかわからないんですが、できたら、やっぱりシャリンバイとか、もうちょっと

木というか、海浜植物の木の実で、いろいろ船橋海浜公園とか、ああいうところでもとれるも

のがあるので、ちょっと木本といわれるものも考えてみてもいいんじゃないかなと思うんです

ね。ここで選んでいただいたものが、やはり後藤さんからのご指摘があったような、どうして

も砂浜性の植物なので、このまま置いておくと、砂がある程度かたまって、そこに陸上っぽい

植物が入ってきてというふうな遷移になる可能性があるので、ちょうどそういう部分の砂で、

海浜で、ある程度砂が動かないというところだと木本の可能性というのがあるんじゃないかと

思いますので、ちょっと参考意見として言わせていただきます。 

○遠藤委員長 はいどうぞ、及川さん。 

○及川委員 緑化試験の場所へは、その手前でとぎれて入れないんですよね、見るのにね。そ

の辺をうまくできないのかね。 

 例えば、我々なんか毎日のように行っているわけでしょう。だからたまには見ようかなと思

っても、向こうのほうで何だかわからないじゃない。もしできれば、緑化試験の辺まで、また

中から柵して、通りがかりに見られるとは思うんだけれどもね、どうですかね。 

○事務局（江澤） 工事中であれば、工事用の車両の出入りが当然あるわけですけれども。休

日であれば、当然だれもいなくなりますので、工事区域の中は締め切りということにしており

ます。海岸の管理上、工事中のところで何か怪我されてもちょっと困るというところもあって

そうしているわけですけれども。住民の方が来て、そこの経過をちょっと見たいという、そう

いうことですね、趣旨としては。 

○及川委員 知っている人はやっぱり見たい、どうなっているかなと思う人もいると思うんで
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すよね。 

○事務局（江澤） ええ。 

○及川委員 今、工事やっているのは一番西のほうだから、あそこは全然あけないですよね。

今、工事は米山倉庫のほうでやっているから、こっち側全然あけないから。 

○事務局（中山） ご要望はよくわかりますが、やはり管理上の視点といいますか、管理瑕疵

の話しがついて回るので、申しわけないんですけれども、今の状況ではちょっと開放というの

は難しいと思います。 

○及川委員 開放じゃなくて、柵は当然するわけ。だけれどもちょっと中まで入れる感じにし

たらどうかということ。 

○事務局（中山） あの状況だと、段差もついているし、やはり不特定多数の方が入られると

なると、皆さん大人とか健康な方であればいいんですけれども、そういうふうなところもちょ

っと考えざるを得ないというので、今の段階ですぐ対応できるかというと、ちょっと難しいと

思います。 

○遠藤委員長 その件は、今後もモニタリングをしていくわけですね。ですから、そのときは

どなたか行かれると思うんで、モニタリングする日は事前に公表して、そのときはどうぞとい

うようなことはいかがですかね。どなたか行かれるはずですよね。ですから、そういうときは

事前にわかっていれば、いかがですか、その辺は。 

○事務局（江澤） 途中途中でモニタリングしていますので、そういうときであればだれかが

一緒に入るわけですから、それはできると思いますので、そういういったとこでアナウンスす

ることはできると思います。 

○遠藤委員長 そうですね。どうでしょうね、モニタリングを定期的にやっていると思います

ので、そういった時期に、やはり試験でもありますし、興味のある方もいらっしゃると思いま

すので、できれば何か突然全部枯れちゃったとかという話になっちゃうといけないんで。じゃ

そういうことで、モニタリングをやるときに事前に報告していただいて、そのときにもしごら

んになりたい方はどうぞということで、ちょっと時間は長くなるかもしれませんけれどもね。 

 じゃ、その件はそういうことでお願いします。 

 後藤さんもう一つ。 

○後藤委員 以前、多分環境団体の方たちで海浜公園の植生を調べたものがあると思うんです。

それは、海岸線のほうからどういうものが入ってきて、清野さんがおっしゃったシャリンバイ、

トベラとか、そういうものがもうちょっと陸側のほうにあって、その間に、多分ハマボウとか、
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そういうものがあると思うんで、その辺を整理しておいて、今回の実験のモニタリングの間に、

じゃ自然の成り行きからするとどういう植生があるのかというのは、一応皆さんの了解をとっ

ておいて、次にやる場合に、そういうものもどういう場所で、少しそういうことを実験してい

ったほうがいいのかなと思いますので、その辺はデータをそろえていただいて、みんなが共有

しておくといいのかなと思います。 

○遠藤委員長 そうですね。その辺も配慮していただくということで、緑化試験はよろしいで

しょうか。 

 では、次へ進ませていただきます。 

 もう一つの現地見学会、先ほどちょっとご意見あったようですけれども、砂付け試験のほう

について、何かご意見ありましたらお願いします。 

 はいどうぞ竹川さん。 

○竹川委員 最初からちょっと問題になったんですけれども、要は、ここに砂をつけて、その

砂の流れ具合と、もう一つは砂のほうにどういうふうな生物がつくかということが目的として

この砂付け工事があるわけですけれども、それで、前のほうに砂の流出を防止する礫の１メー

トル余り、これが堤のようにして置かれているわけですね。その辺の設計上のちぐはぐさとい

うのがやっぱり気になっていたんですね。この間は、見たところが、礫の堤の外側にかなり砂

がついてきていると、外側にですね。今後、例えば５番目の写真も見ますと、大体２メートル

ぐらいの潮が満ちてくると、そうすると１メートルぐらいの水をかぶってくるわけですね。そ

うなってきて、中にどんどん砂がたまってきますと、また砂が埋もれていく可能性もあるんで

はないかなという感じがするわけです。だから、そういう試験の目的からして、予測した以上

に防止工の外側のほうの砂のつき方がかなりあるんかなというのが１つと。 

 そうすれば、いつか、防止工の、これをとっても、それほど外のほうに、沖のほうに向かっ

て砂が流れていくより、むしろ中のほうについてくるというようなことが考えられれば、本来

の目的からすれば、ある時点を見て、これをとったほうがいいんじゃないかなという感じがす

るわけですね。これからのモニタリングなりにもよりましょうし、及川さんのほうのご心配も

あるでしょうから、そう簡単に言えないんですけれども。 

 この間は、大きなコイなんかが流れてきておりまして、どこから来たのかわかりませんが、

要するに向こうの海老川のほうから来たのか、要するに放水のほうのあれじゃないと思うんで

すよね。どこかの小さな河川から来ているんじゃないかと思うんですけれども。そういうコイ

までここ流れ着いてきますので、だから、そういうことも可能性としては考えていいじゃない
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かなということです。 

○遠藤委員長 今のご意見は、計画は計画として今こうやっているわけですけれども、また、

このことについて予想外といいますか、ちょっと違ったようなことが起きているかどうかとい

うことですね。その辺についてもモニタリングをしていただくということですけれども、今の

現状では、このような形で、とりあえず施工が行われたということですから、モニタリングを

もう少しやっていただくということかと思いますけれどもね。 

 はい及川さんどうぞ。 

○及川委員 今、前の押えがどうのこうのという話が出ましたけれども、これ最初決めるとき

に、普段だと流れないだろうけれども何かの大きい台風なんかの場合に流れて、もし漁港の中

へ流れると困るということを私が発言して、皆さんがそれならしょうがないだろうということ

で、再生会議のほうからも指摘されたのも知っていますが、やっぱりすぐ隣が漁港ということ

がありますから、その辺考えてやったことだから、今は具合がいいから外しましょうと言って

も、ああそうですかとは私は言えません。 

○遠藤委員長 計画は計画ということで実施したわけですから、これで少し様子を見ましょう

ということかと思いますけれどもね。 

 後藤さん何か、はい。 

○後藤委員 １つは、この間見せたいただいたときに割栗石、防止用の、あれが結構浸透性が

すごくよかったと思うんですよ。すぐすっと水が抜けていく状態で、それが今も変わってない

のかどうかと、それから、この石なんですが、以前、倒れそうになったところにネットに入れ

たのと同じ石だというのをお伺いしたんですけれども、ほかの場所で、ネットを積んで入れた

箇所があったと思うんですよね。同じ石なのかどうかという確認と、余り生物がつかないよう

な石ですよという話があったんですが、その辺はどうなんでしょうか。 

○遠藤委員長 事務局のほういかがですか。 

○事務局（江澤） これは、透過する石なので、入れたときが６月ですから、今の状態として

はそんなに大きな波も来ていませんから、大きく入れた石が動いて間隙が少し小さくなってい

るとかということはないと思うんですけれども。これから、ちょっと大きな波が来て石がちょ

っと動いてしまって間隙が小さくなるということは今後は考えられるところです。 

 それから、石ですけれども、この石については、栃木県栃木市産ということです。ただ、１

丁目のほうで多分同じようなやり方をされているということですけれども、そこは栃木県産を

使っているかどうかというのはちょっと私のほうでは把握していません。 
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○後藤委員 もし同じような石だったら確認していただきたいのと、１丁目で入れたほうが、

例えば普通の石だったらカキがついたりするんですけれども、ネットがあるかどうかはいろい

ろわかんないんですけれども、なんか余り生物がついてないというような話を聞いているんで、

ちょっとそれは比較調査していただきたいのと、それから、これからここの石に付着生物がつ

いてくるかどうかというのは大事なポイントになるのかなと思いますので、それはモニタリン

グ等にも、目視でいいですから見ておいていただけると助かります。 

○遠藤委員長 今の話は、石の性質で違ってこないかということではないんですか。 

○後藤委員 いや、市川護岸の場合に積んだ大きい石はカキがついたり付着してきているんで

すが、この石と多分性質が違うと思うので、カキがつきやすいとか、つきにくいとか、石の種

類によってあるのかなと。 

○遠藤委員長 それは形状ですか粒径ですか。 

○後藤委員 えっ。 

○遠藤委員長 大きさですか、それとも…… 

○後藤委員 いや、だから、実際に積んでいるものがです。どうかわからないんですけれども、

そういうものを見ていけば、ほかのところで同じ石を使っていれば、そっちのほうをウオッチ

ングすれば大体わかると思いますので、その比較をしておいていただきたいと。 

○遠藤委員長 よろしいですか、その辺は。 

 清野さんどうぞ。 

○清野委員 今の石の問題なんですけれども、どこ産かという問題よりも、それが、例えば花

崗岩であって、じゃ花崗岩だとしたらそれが粒の粗さだとか、何かそういった、岩石としての

性状がわかれば何らかの参考情報になると思いますので、そういう情報をまた教えていただけ

たらと思います。 

○遠藤委員長 そうですね。 

 はい佐々木さんどうぞ。 

○佐々木委員 この砂付け実験は、要するに生物がどういう形でここへ生息してくるかとか、

砂が流れ出しがどういう状況なのかとか、そういう実験をするための、今やっているというこ

との認識でいいですよね。 

○遠藤委員長 もともとは、まず砂を置いたときどういう生物が付着するかということと、あ

と砂がどう移動するかという。 

○佐々木委員 どう流れていくか。そうすると、こういう実験をもとにして、こういう干潟み
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たいなのを具合がいい形でつくっていこうということを頭に入れてこの実験をやっていくとい

うようなことでいいわけですか。 

○遠藤委員長 当初は、わずかな隅角部なんですけれども、そういう環境があるので、護岸を

やっていく間にそういったことをしながら、自然の再生の状況が何らかの形で把握できないだ

ろうかということでスタートしてきたんじゃないかという認識でおりますけれども。 

○佐々木委員 その意義がね。要するに、こういう具合がいい悪いといういろいろな、アサリ

が着いたりとか、いろいろなことが状況として起きてきた場合に、こういうものを親水性とい

うか、この地域に取り入れて、改良していって、自然回復に役立てようということですよね。 

○遠藤委員長 はい。後藤さん。 

○後藤委員 僕が言うのも変ですけれども、提唱した一人ですので。あくまでも護岸バリエー

ションの、例えばこういう、ここは非常に砂が逃げにくい場所ですよね。それこそ、護岸バリ

エーションをつくっていくうちに、後で議論になると思うんですが、少しワンド的な位置がで

きたときに、これほどの大規模なものじゃなくても、護岸バリエーションの中でこういうもの

をつくっていけば、少し生物相がまた変わったものがつく。カキとか付着生物だけじゃなくて、

できるんじゃないかという意味も含めて、護岸バリエーションに役立てたいというのが護岸検

討委員会の中での議論だと思います。それ以外のところにいろいろ波及はするんでしょうけれ

ども、基本的には護岸バリエーションの中で少しでもこういうものができないだろうか。いい

とすればですよ、できないだろうかと。 

○佐々木委員 だから、私は、こういう形をやってほしいということで言っているわけです。

何のためにやるかということがはっきりしてないとやる意味がないじゃないですか、当初の、

三番瀬の会議では、砂をつけて順応的管理しようやという部分が少し頭に残っていたもんだか

ら。そういうイメージと、この実験とがリンクしていると思っています。 

○遠藤委員長 はい倉阪さんどうぞ。 

○倉阪副委員長 まさに、砂というか、海のほうでの再生の実現のための実験については、実

現化の試験の委員会でいろいろ検討していたわけですよね。それが予算の話であったり、ある

いはモニタリングの植生の話であったりして、若干そちらのほうが進行がおくれているので、

実際の試験については、護岸の前における砂を入れるという試験については実現化の委員会の

ほうのオプションでやっていくとは思うんですが、それを検討する際にも、この砂付け試験と

いうのは使えるのではないかなというふうには思っています。時期的に若干ずれましたので、 

こちらのほうが先行しますので、隅角部なんで、そもそも砂が移動しにくいとか、いろいろな
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条件が違うので、そのまま使えないと思いますけれども、どういう生物が来るかとか、そうい

ったあたりというのは使えるかなというふうには思いますので、このあたりの結果も実現化委

員会のほうでも受けて、具体的な順応的管理の手続の中に載っけていきたいなというふうには

思っています。 

○遠藤委員長 今のご意見は、いずれにしても、いろいろな可能性が出てくるのであれば、そ

ういった結果を踏まえながら、いかに三番瀬の再生の中に折り込んでいけるかということが大

きな面ではあるんではないかと思うんですね。ですから、結果を見て、そういうことが何らか

の生物が再生するのに非常にいい結果が出てくるということになれば、それが１つの要素とし

て残るんだろうという意味ではあるかと思いますね。それがすぐ採用されるかどうかというこ

とよりも、まずそれが今度具体的に長い護岸の中で効果があるというものが立証されていけば、

ここでいろいろ決めていけばいいんじゃないかと思いますけれども。そういうことではないん

ですか。 

 はいどうぞ三橋さん。 

○三橋委員 竹川さんの先ほどの発言、ちょっと意味がわからなかったんで、もう一度聞かせ

てくれませんか。ここをこういう形にしてまだ数カ月しかたっていないのに、何ていうんです

か、これは。何という表現したらいいのか、袋に入っている石。これを外したほうがいいとい

うふうに聞こえたんだけれども。 

○竹川委員 そういう可能性があるとすれば、それはもちろんモニタリングを見て一定期間を

見なくちゃいけないわけですけれども。テストの設計が若干矛盾があるというか、無理がある

というか、だから、そういう意味合いで、ある時期を見て、そういう可能性があるとすれば、

もう少し自然な形でやったほうがいいんではないかと。 

 特に、今年の２月、１月に、深浅測量調査等をやりましたね。かなりついてきていますから、

自然の砂が。だから、そういう一連の動きがありますから、それを見越した形で、ちょっと余

分なことかもわからないんですが、少し前もってそういう予測を立てたわけです。 

○遠藤委員長 いずれにしても、この護岸委員会でいろいろ議論してきて、実施していくこと

でもありますし、また、可能性ということではいろいろな可能性も出てくるわけですね。です

から、そういう面では、まずは試験をやったということですから、少し長いスパンで見ていた

だいたらと、可能性ということではいろいろなことがあり得るだろうと思いますけれども。 

 もう一つは、机上といいますか、こういう議論の中でのものと、それから実際に施工された

という状況を見ることによって、またかなり印象も違ってくるだろうと思うんですね。だから、



－17－ 

そういう面もあると思いますけれども。 

 いずれにしても、まだ施工が終わって間がありませんので、少し様子を見て、当初の計画を

振り返りながら、再度調べていくということで、これは生きてくるんだろうと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 はいどうぞ。 

○清野委員 人工干潟の技術開発の中で、今みたいな議論というのは何十年にもわたっていろ

いろなされまして、港湾浚渫土砂を使って砂が逃げないように、とりあえず干潟の地盤の高さ

が維持できればいいという時代があって、それで生き物はそれなりにはつくんですけれども、

どうも天然のダイナミックに砂が移動するようなタイプの干潟とは質が違うんじゃないかとい

うことが技術的には言われ始めています。だから、この三番瀬でいきなり砂が移動するような

干潟というのは、多分人間の気持ち上の理由と航路維持上の理由で私は無理だと思いますけれ

ども、全体的な技術開発の方向としては、できるだけやっぱり砂が移動できるぐらいの基盤が

あって、その中で干潟の砂とともに生物の小さな貝だとか、そういったものもある範囲の中で

移動するという考え方になってきているんで、それが三番瀬で可能かどうか、あるいは砂が移

動してしまうといろいろな人間の利用上の問題があって難しいので、多少、生態系の質的には

落ちても、全然生き物がいないわけじゃないので、それでもいいかなというところのどの辺を

落しどころにするかというか、自然の条件として望ましい点と、人間のここまでというところ

の部分が見えてくればいいのかなと思います。だから、今日の一連の議論は、ちょうどその歩

み寄りの中で重要な視点がそれぞれの方から出されたかなと思います。ただ、長期的には、や

っぱりそういうふうな方向にいい干潟をつくるには砂を動かしてやるということも必要だとい

う議論があることは知っておいていただけたらなと思います。 

○遠藤委員長 はいどうぞ。 

○倉阪副委員長 まさに、今の点に関連してですね、実現化委員会のほうでは、砂が動くよう

な形の試験と動かないような試験と両方考えていたわけですよね。ですから、実現化委員会の

ほうの計画の実現に向けて、護岸のほうの測線の話とかいろいろ調整が県の中でも必要だとい

うふうに聞いていますけれども、そちらのほうの実現に向けた調整も早く進めていただければ

というふうに思います。 

○遠藤委員長 それでは、砂付け試験については、いろいろご意見ありましたし、当初は非常

に小規模なものという認識でしたけれども、やはりやってみると、だんだんそこに目が行って、

あといろいろな議論に広がっていくというのは結構だと思いますけれども、当面は当初の目的
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でモニタリングを進めていくということで、また経過を見て議論していただくということにし

たいと思います。よろしいですか。 

○後藤委員 ちょっと１つだけいいですか。 

○遠藤委員長 はい。 

○後藤委員 ８ページ、シート８の１対11と１対3.4というのがあって、これはこの前防止工

をやった場合に、どういうふうに減衰してずれにくいかという話があったと思うんで、その辺

何かどういう計算をすればこれを入れたことによって波の中に入ってくるのが変わってくると

いう話があったと思うんですが、それによく理論値と実際の形状がどうなっているかというの

を見ておいていただいたほうがいいのかなと。ただ１対3.4になったよというんじゃなくて、

防止工があるから、そこは波が入ってこないんで、大体このくらいの角度になってくるだろう

と。それで１対11、これからどういう勾配になっていくかというのをある程度理論的なもの

と想定しながらやっていってほしいなと思います。 

 以上です。 

○遠藤委員長 そういうことは追って調べて。恐らくこれは、途中経過といいますか、最初は

こういうふうな形でということだったと思うんですね。その辺がうまくモニタリングでできて

くるか、あるいはもうちょっと長いスパンで見たときに、どこかで安定した勾配になるんじゃ

ないかと。ですから、結構動きは途中ではあるんだろうと、このように思っていますね。 

 いずれにしても、そういったことも含めてモニタリングしていただくということにします。 

 今までで、報告事項は終わったんですけれども、ここでちょっと会場の方、緑化試験と砂付

け試験、２つ報告がありましたけれども、そのことについて何かご意見か何かありましたら伺

いたいと思いますけれども、何かございますでしょうか。会場の方結構です。ないですか。も

しあれば、最後でまたお聞きしたいと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは、時間もちょっと経過していますけれども、議題に進めさせていただきます。 

 議題の第１番目は、平成22年度の実施計画についてということで、事務局からまず説明を

お願いします。 

○事務局（江澤） 資料の５をごらんください。 

 平成22年度の実施計画についてということです。 

 毎年、実施計画を策定して再生会議のほうに挙げているという状況になっております。来年

度の実施計画についても、同様に、今回のところから検討を進めて、オレンジのところでちょ

っと示してありますけれども、実施計画の欄で、今後、27回、28回等ありますけれども、そ
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の２回で実施計画を決定していく必要があります。 

 隣にバリエーションの検討ということで書いてありますけれども、今検討していただいてい

るこの２期のまちづくりの前のバリエーションについては、11月までに決定をしていただい

て、来年度の護岸の整備に入っていきたいというふうに考えております。 

 それから、下のほうですけれども、これは今までの整備の状況を書いています。赤いところ

が今年度、平成21年度に施工する部分ですが、一番上の捨石とＨ鋼杭、これを50メートル施

工することによりまして900メートル区間の矢板の倒壊防止が図られるということになります。 

 それから、下のほうに205メートルの赤い線がありますけれども、これについては耐震化を

進めるということで行っているものです。 

 残ってくるところが緑で書いておりますけれども、被覆石の陸側と海側、両方でございます

が、これが残ってきているというような状況になっているところです。 

 そこで、次のページをお開きください。 

 平成22年度の工事の考え方ということで示させていただきました。 

 １つ目は、海域工事の期間には制限があるため、今後の全体事業の進捗を考えると、完成断

面の海域工事を進めていく必要があるということです。この海域については、ノリの養殖期間

ということで４月から８月までしか施工期間がありません。ですから、幾ら工事費があっても、

海にかかる工事については、この４月から８月ということで制限を受けてしまうということで

すので、毎年幾らかでも海の工事を施工していく必要があるということです。 

 それから、２番目のところですけれども、第２期まちづくり地区前面の構造を決定し、完成

断面を可能な限り施工していく。あわせて、陸側Ｈ鋼杭と鋼矢板の工事を進めるということに

していきたいと思います。赤のところですが、第２期まちづくり地区前面の完成断面の施工を

進め、最大潮位でも越流しない高さを確保し、あわせて地域の耐震対策を図っていくと、いう

ことを基本的な考え方として今後22年度の実施計画をつくっていきたいというふうに考えて

いるところです。 

 ですので、11月の委員会で、まず２期地区のバリエーションを決定していただいて、次年

度には、２期地区の被覆石の部分ですけれども、一部でもいいですから工事が進められるよう

にということで考えていきたいというふうに考えております。 

 説明自体は以上です。 

○遠藤委員長 今年度の計画は、21年度ということで赤い部分ということで、あと22年度に

ついては、鋭意進める必要がある。そのためには具体的な断面を早く検討していただきたいと、
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こういうようなご意見ですけれども。 

 これについては何か。次のバリエーションとの関係もあるんですけれども。 

 はい佐々木さんどうぞ。 

○佐々木委員 22年度のスケジュールで、本当は、今までずっと言い続けてきてたのは22年

度完了期と言い続けてきたわけですよね、違いますか。 

○遠藤委員長 21年。 

○佐々木委員 22年度。 

○事務局（江澤） 今の再生計画の事業計画というのがあるんですけれども、そこでは22年

度頃という言い方をしています。 

○佐々木委員 いや、私は何度も確認しているんですが、一応予定として22年度完了という

ことを、２丁目地区は完了するということを、多分議事録にも載っているとは思いますけれど

も。これを見ると、第２期まちづくり地区だけを何か進めようというような意図のスケジュー

ルに感じるもんだから、じゃ第１期地区の部分はどういうスケジュールになるのという疑問が

ちょっとわいているわけです。 

 だから、私どもは一応当事者ですから、地権者に対して22年度に２丁目地区完成はもう無

理なんだよと、ここまでしかできないんだよとか、何かやっぱり形を決めていかないと、こっ

ちが先行してしまうとおかしいじゃないかというようなことになり得ると思いますので、その

辺、少しどういう形になっていくのか、私、この資料を見たの初めてなんで、２期地区だけを

先に検討していくようなイメージを受けているわけですが、そういう理解でいいですか。 

○事務局（中山） この前の委員会でお話しをしたかと思うんですけれども、今回、１期と２

期に分けている理由というのは、背後のまちづくりの進捗状況が１期と２期では違うというの

が大きなところです。１期につきましては、いろいろなバリエーションを考えていただいてい

るんですけれども、まちづくりの具体的な形が見えてこない中では、なかなか先に進まないと

いう話しになっているかと思います。私どもとしましては、できるだけ護岸の進捗状況を図り

たいということから、２期のほうにつきましては、まだ当分まちづくりのほうの計画がないと

いう中で、先行して護岸だけでも整備できないかということで本年度中に、先ほど説明があり

ましたように、11月ぐらいまでに基本形なりバリエーションを決めていただければ、来年度

２期を先行してやりたいと、そういうふうに考えております。 

○遠藤委員長 はいどうぞ。 

○佐々木委員 そうすると、要するに順序が逆、まちづくりの方向性は１期からやっていこう
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ということとは方向性が逆になっているわけですが、前回、そういう話があったということは、

私、出席してないんで申しわけないが、それは知らなかったんですが。要するに、言い続けて

いるのは、企業の安全確保さえきちんとしてくださいと、高波までということまではなくても、

高潮までは早くやってくれということでずっとお願いはしているわけですから、そこあたりを、

このままだとあやふやな形のまま進んでいくような気がしてならんもんですから一言言ってい

るわけです。 

○遠藤委員長 今、事務局からもお話しありましたけれども、２期のほうが計画が後になるよ

うだということで、逆に言うと、護岸をどんどん進めていかなければ予定どおりに終わらない

ので、１期の計画に支障がないように２期の部分からということで、しかし、勉強会でも話が

ありましたように、護岸は２期だけのところということも必ずしもそういう考え方ではないほ

うがいいんじゃないかという意見も出ていますので、当面は22年度ということで、少なくて

もやらないと全体が進まないという言い方じゃないかと思います。 

○佐々木委員 それはわかります。いつ完成するんですか。先ほど高潮までの工事はいつ完成

するんですかということがもう出てこなきゃおかしいと思いますが。 

○遠藤委員長 その辺はいかがですか。 

○事務局（中山） 高潮と言われる高さというのは多分ＡＰ5.6だと思います。 

○佐々木委員 5.4ですね。 

○事務局（中山） 5.4ないし5.6だと思います。 

 今、説明がありましたように、まず、既設の護岸の倒壊に対しては、今年度の工事である程

度というか、すべての区間確保できます。あとは高潮の関係なんですけれども、高潮につきま

しては、短い900メートルの中で、やはり波当たりとしては、あそこに出ているＢとＣの区間、

要するに１丁目に近いところのほうが波当たりは強いわけですよね。ですから、保全ゾーン、

保全ゾーンという言い方はちょっと余りこの前も評判よくなかったんですけれども、保全ゾー

ンを先行させたほうがやはり高潮に対しては意味があるのかなと。全部一緒にできればいいん

ですけれども、高さは当然潮の高さですから、全部一律にはなるとは思うんですけれども、先

行する意味はあるのかなと思っています。そのためにも、皆さんの意見を集約させていただい

て、できれば、私どもとしては22年ごろと言っていますけれども、遅くとも22年前後、一、

二年の間にはすべてやるだけの予算というのは考えております。高潮に対する安全が図れると

いう予算は確保したいというふうに考えています。 

○佐々木委員 22年度中にですか。 
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○事務局（中山） いやいや、だから、形が決まらないとなかなか工事ができないので、仮に

基本形でもいいよというふうになれば、あとはお金をどれだけつぎ込めるかと、それは三番瀬

だけにというわけには、私ども千葉県としていきませんので、ほかとのバランスもありますか

ら、その中でできるだけ高潮という視点から防災上の緊急度が高いということになれば優先す

るところにもなると思いますし、それは県全体のバランスを見て決めていきたいと思っていま

す。ただ、やはりこれだけ議論していただいたんで、22年という目標もありますから、それ

を過ぎても一、二年の間にはできるだけの予算というのは確保するつもりでいます。 

○遠藤委員長 よろしいですか。 

 はい及川さん。 

○及川委員 今の話し聞いていると、来年度から進みそうな感じなんですけれども、この図で

行くと、陸側のＨ鋼の打ち込みありますよね、それか残り何百メートルかわからないけれども

300メートルぐらいあると思うんですよね。何回前かわからないけれども、要するに安全が大

事だということで、陸側のＨ鋼を先行すると、そういう話があったと思うんですよね。今の話

だとまだこれ来年度300メートルも残っていて、それでも表の被覆も手をつけられる状態なん

ですか、予算的な面で。決まればすぐにできるようなことをおっしゃったけれども。 

○事務局（中山） 今年205メートルのＨ鋼を予定していまして、それプラスの捨石というの

を予定しています。50メートル。今年と同じ仮に予算がつけばＨ鋼を先行するということは

できるんですけれども、Ｈ鋼をなぜやるかというと、まず工期的な話がありますよね。先ほど

４月から８月までしか工事ができないと。予算を幾らつけても、海の工事というのはその間に

しかできないと。となると、それが決まれば被覆石の工事を先行させて、できるだけ形はつく

っていきたいと思っているんですけれども、それができない場合には、Ｈ鋼をなぜ打つかとい

うと、背後地の地盤に対してのすべりということで、安全対策としてやっているわけですから、

まず背後地ができない中ではＨ鋼を先行させるというのよりは、できるだけ高潮対策というこ

とを進行させたほうがいいのかなという考えもあると思います。ですから、そこら辺は、ここ

にどれだけお金をつぎ込めるかということにもよると思いますけれども、順番としては、Ｈ鋼

と、それから被覆石というのは並行してやりたいと思っています。 

○遠藤委員長 よろしいでしょうか。 

 それでは、次の議題との関連もありますので、今年度のスケジュールということでは、そう

いったことです。 

 では、続きまして、護岸のバリエーションで、２番目の議題で、そちらのほうについて事務
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局からの説明をお願いします。 

○事務局（江澤） 資料の６をごらんください。 

（パワーポイント使用） 

 護岸バリエーションの検討資料ということで、左のほうに主なご意見と書いてありますけれ

ども、ちょっとこれ、先ほど説明しましたので省略させていただきます。 

 右側のほうに、第２期まちづくり地区前面での整備の基本的な考え方ということで書いてお

ります。 

 まず、これまでの経緯ということで、円卓会議から出されました三番瀬再生計画の中で、水、

底質環境という項目があるんですけれども、そこの目標として、海域をこれ以上狭めないこと

を原則として三番瀬の再生を実施するということが書かれております。 

 また、海と陸との連続性護岸という項目のところでは、塩浜２丁目ではできる限り海側に張

り出さない構造としつつ、人と三番瀬の適切なふれあいを確保する区域ということが挙げられ

ております。 

 以上を踏まえまして、基本的な考え方としては、その下にありますように、現在の海岸保全

区域より海側に出た整備をしない。 

 生物の生息・成育空間に配慮した空間とする。 

 防護の観点から、基本断面にのっとった整備を基本に一部の区間で人の利用を行うというこ

とを基本的な考え方としてやっていきたいというふうに考えているところです。 

 次の、２ページをごらんください。 

 第２期まちづくり地区前面の護岸整備に向けた前提条件ということで、前提条件を整理して

おります。 

 １つ目に、海岸保全区域内の整備を前提とするということで、できる限り海に張り出さない

構造とするということです。 

 それから、２番目に、基本断面を極力確保した整備を前提とするということです。 

 今、下の図のほうのところに赤い色で囲った断面があると思いますけれども、この断面が削

られることによりまして、背後の打ち上げ高さというのが高くなってくるということから、こ

の基本断面からはなるべく削らないようにしようということです。 

 それから、３番目の構造物の人工的な印象に留意するということで、なるべくコンクリート

が出るような面は過度につくらないということに留意をしていく。 

 それから、４番目には、整備後の維持管理を考慮して検討を進めるということで、整備完了
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後の維持管理のしやすさというのを考えた構造や素材というものを検討していくということで

す。 

 それから、次の３ページのほうですけれども、これまでの委員会の意見、それから前提条件

等を踏まえた護岸バリエーションのパターンということで書いております。 

 左側が生物への配慮事項、右側のほうが人の利用に対する配慮事項ということになっており

ます。 

 まず左側の生物への配慮についてですけれども、木杭の打設というのがございます。これは

目的としましては、貝類や藻類等の付着面積の増加、鳥の休憩場所、稚魚の成育場等の多様な

環境の創出を目的としているところです。 

 それから、２番目として、石積勾配の変化ということで、こちらについては、潮間帯を広く

とることによる魚介類の成育、生息空間の増大というところを目的としているところです。 

 それから、右側のほうが、人の利用ということで、１番目が、水辺へのアプローチ機能を設

けるということで、水際へのアプローチ、階段での休憩ということを目的としています。 

 それから、その下が小段を設けるということで、水際での歩行、休憩、眺望、階段での休憩

ということでございます。そこを目的としているところです。 

 それから、一番下が、天端デッキを設けるということで、背後と同じ高さで、より海に張り

出した位置で休憩したり、眺望をしたりするという案でございます。 

 次のページをごらんください。 

 これは周辺地における整備の事業の事例ということで、習志野にあります茜浜の例です。 

 ここも２丁目の護岸と同じように、石積みの３割勾配でできている護岸でありまして、写真

に見られますように、コンクリートのブロックを使った階段を用いて中段のあたりまでおりら

れるような構造になっているところです。 

 また、左側のほうには、藻のついた緑色の石が見られているところですけれども、これを見

ますと、もともとはきれいな３割積みであったんでしょうけれども、だんだんなじんできて、

こういうようなワンドみたいなものができたりして、だんだん景観的にも環境的にもよくなっ

てきているという状況が見てとれるところです。 

 それから、真ん中の写真が背後の状況になっておりまして、そこには遊歩道があって、パー

ゴラがあって、ベンチがあるというような状況です。 

 その下は、幕張の木杭が残っているような状況ですけれども、ここには、貝のようなものが

びっしりついているというような状況が見てとれます。 
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 右側のほうにあるのが２丁目の完成断面区間での写真です。こちらも、完成後何年かたって

いるわけですけれども、こういったものを見ますと、例えば一番下の写真の左側のほうですが、

当初はきれいにのり先とがそろっていたと思いますが、これを見ていただけるとわかると思い

ますが、多少なじんできている状況があって、一番奥のほうには少しワンドのようなものも出

現してきているというような状況が見られております。ですので、故意にこういったのり先の

工夫をしなくても、自然になじんできて、いいような状況が出現してきているということが見

てとれます。 

 それで、次のページですが、整備のイメージ案ということでＡ案、Ｂ案ということで２つ示

させていただいているところです。 

 Ａ案のほうですけれども、整備のコンセプトとしては、自然石の景観を保全するとともに、

人の利用に最小限に配慮した空間ということで、石積みの階段をここでは３カ所に分けて配置

をしているところです。この間には緑化を図っていくというようなことで考えております。後

ろからアクセスしてくる道路がありますので、その前面には下におりられるような階段の部分

を正面に設けるということにしております。 

 それから、のり先の部分については、多少のり先の勾配を変えることによって曲線を持たせ

ると、一直線じゃなく曲線を持たせるような工夫をするということです。 

 それから、次のページですが、これがＢ案のほうです。 

 整備のコンセプトとしては、人の水際利用を取り入れた空間ということで、石積み階段とコ

ンクリート階段を組み合わせて配置すると。小段を設けて、水際での連続的な利用に配慮する。

それから整備区間で緑化を図るというような案です。 

 こちらについては、先ほどと比べまして、中段までおりて、そこで縦方向に歩いて行けると

いうところが大きな違いになっているところです。これについては、階段でおりる部分につい

て、コンクリートでつくって小段の部分を広げるものと、今と同じ３割勾配で小段は２メート

ルという２つのパターンを入れ込んであります。こちらも同じように、後ろからアクセスして

くる道路の正面には下までおりて行けるようなことができるような構造にしているところです。 

 それから、次のページに整備案の比較ということでＡ案とＢ案の比較をしております。 

 これについては、比較項目として、防護、利用、景観、施工、維持管理、安全管理、生物へ

の配慮ということで、前回の護岸検討委員会でこういった維持管理だとか生物への配慮、安全

管理などを追加したほうがいいんじゃないかという意見がありまして、こういったものも追加

して比較をしているところです。 
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 それから、その下にある図面が、今、基本断面ですと、後ろのグリーンベルトというところ

を利用して、背後の必要高さが7.2メートルということで抑えられているわけですけれども、

このグリーンベルトがもしなかったらどうなるのかということで示したものです。この場合は、

海岸保全区域と民地の境のところに擁壁を設けることになります。将来の高さとしては、ＡＰ

の5.4まで盛るということですので、そこから擁壁の天端の高さまでが4.1メートルというか

なり大きな壁が出現するということになっております。 

 それから、８ページのほうですが、このバリエーションの区間について50メートルでは短

いのではないかというようなご意見があったところです。上から見た図なんですけれども、

50メートル、100メートル、200メートルということで、視覚的に見ていただこうと思ってこ

ういう３つの図をつけたところです。 

 これについて、完成区間というのが今できております100メートル区間の位置になります。

青で塗ったあたりがほぼ400メートルから450メートルぐらいの延長でありますけれども、今

そのうちの50メートル区間を今提案しているところです。 

 パワーポイントのほうをちょっと見ていただきたいんですけれども、これは、先ほど紹介し

ました茜浜の上空から見た写真になっております。この500メートルと書いてあるのが先ほど

の３割の石積みでつくられている護岸の延長になります。この間に、コンクリートのブロック

でつくった階段の護岸が２カ所あります。１カ所が25メートルの延長になっております。こ

れが２つあるということで、合わせてみれば50メートルということになっております。 

 これを見てみますと、そんなに50メートルという延長は短いものではないんだというのを

ちょっとおわかりいただけるのかなということで、これを示させていただいたところです。 

 説明は以上でございます。 

○遠藤委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの２番目の議題の護岸のバリエーションということで議論していただき

たいわけですけれども、今ご説明ありましたように、基本的な考え方といいますか、４つほど

そこに整理がされております。また、これまでの勉強会などの経緯も踏まえまして、ご意見の

あった内容を多少配慮して、あるいは今までの流れなどを配慮して、Ａ案、Ｂ案などの提案に

至っているわけですけれども、途中、いろいろな護岸の事例などもそこに織り込まれておりま

す。ここにありますように、人工的な護岸をつくった後でも、結構いろいろな、特に砂地盤で

すと沈下があったり、あるいは波によっては石が動いたりということにもなるわけですけれど

も、そんなようなことで、自然の海岸のような様子にも多少なっていくというようなことも示
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されておりますけれども、そのような内容の経緯が含まれております。それで、今最後にも説

明ありましたけれども、もしこのようないろいろなバリエーションを織り込むとした場合にど

のくらいの距離といいますか、空間をとったらいいかというようなことについてもご説明があ

りました。最後には、Ａ案、Ｂ案の比較というようなことで、そこにも示されております。そ

ういうことで、今までの経緯を一通り踏まえてきているわけです。 

 それで、勉強会のときには、こういったハード面の物理的な形状とか、あるいはそういった

ことについてが主に議論になりまして、やはり生物が付着するのにいい形というのがまだ少し

議論の余地があるんではないかというようなことがご指摘があったと思います。ですから、そ

の辺も含めまして、果たして生物にいいという形が、長さとか、断面とか、人が利用するとい

うのもあるでしょう。しかし、多様性を復元するといいますか、回復させるというような大き

な目的がありましたので、そういう面も十分考えていく必要があるだろう、このように思いま

す。 

 時間も、もう一つ議題があるんです。約30分近くありますけれども、できるだけ手短にと

思います。 

 それでは、バリエーションについてご説明ありましたけれども、何か質問事項等がありまし

たらお願いいたします。 

○倉阪副委員長 前回からかなり変わっているところとしては柵を設けないということですね。

これについてちょっと小段のところの柵というのが沈下の関係があって設けるのが難しいとい

うのはわかるんですが、天端の上のところに柵を設けるというのはあるのかもしれないんです

が、そこのあたりも設けないということなのかどうか、そこをお聞きしたいというのと、それ

からもう一つは、護岸の緑化の区間、護岸の緑化について、せっかく緑化試験をやって進めて

いるわけですが、Ａ案、Ｂ案、それぞれ護岸の緑化というのは階段の間だけの絵になっている

んですが、その他のところ、そこについては護岸の緑化はもうやらないというような案なのか、

それとも、そこはここのＡ案、Ｂ案という図以外のところについても、その天端のあたりはで

きる限り緑化していくという方針なのか、そこの２つについてお伺いしたいと思います。 

○遠藤委員長 ついでにもしご意見ありましたら、先に。 

○及川委員 ちょっと違う、バリエーションに入る前に、一番資料で引っかかったもんで、ち

ょっと事務局へ聞きたいんですけれども。バリエーションじゃないです。 

○遠藤委員長 結構ですよ。 

○及川委員 いいですか。 
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○遠藤委員長 はい。 

○及川委員 資料６に、目標として地域を云々とありますよね。何でここにこういう目標って

掲げたんですか。ここは護岸の委員会でしょう。いつも言っているけれども、三番瀬再生は三

番瀬再生委員会があるし、わざわざここに何で目標と高く掲げちゃったのか。 

 それと、その下の基本的な考え方で、やっぱりこれ順番からいうと３番目の防護の観点が一

番上に来るんじゃないですか。何かちょっとこれ最初のころに、一、二回のころにさんざん順

番がどうのこうのという話があったんですよ。護岸の委員会だから、まず安全、それからみん

なを守る、それが先に行くという話で来たと思うんですよね。ここに来たら、何かこういうの

が出てきちゃったから、バリエーションの話をしたいんですけれども、まず最初の話がこれで

困るなということです。 

○遠藤委員長 まずその辺の、ご意見だけ先に伺いましょう。 

○松崎委員 意見じゃないですが、質問といいますか。 

○遠藤委員長 松崎さんどうぞ。 

○松崎委員 基本的なことでちょっと申し上げます。 

 １ページの、保全ゾーン、人の進入を制限したバリエーションと、親水というのは水に親し

むとことをいうんですよね。何かこれを見ると明確に区分けしているような気がするんですよ。

で、生物の保全のために人が入らないようにしたいのか何かなん。前回、鳥がどうのこうのと

いう話もありましたよね。この辺って、保全と親水を明確な形になんでするんだろうなという

気もするんで、そのことだけちょっとお伺いしたいと思います。 

○遠藤委員長 まず及川さんのご意見について、事務局のほうでちょっとお願いします。 

○事務局（江澤） 目標ということで掲げられているのはおかしいんじゃないかということで

す。ちょっとうちのほうでこの整備をしていくに当たって、今の海岸保全区域の中で整備して

いくということを言いたいということで文章をちょっと引用してきてしまったというところが

ありまして、なおかつ、ちょっと太字で書いてしまったということもありますので、かなりこ

れは目立ってしまったというところがあります。 

○及川委員 委員の皆さんは海岸の保全をもう承知で話しているんだから、わざわざここに書

かれると、何だこれはとなっちゃうじゃない。だから、普通に書くなら、目標がなければまあ

そうかという感じになるけれども、目標といって太字で書かれるとすごい引っかかっちゃうん

だよね。 

○事務局（江澤） ２番目の表題のところが、基本的な考え方ということが書いてありまして、
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その下に目標と出てくると、考え方の目標みたいなちょっとイメージでとらえられてしまうと、

誤解を与えてしまうということで、ちょっとこの書き方はまずかったかなというふうには事務

局のほうで思っておりますので、表現方法については、ちょっと修正させていただきたいと思

います。 

○遠藤委員長 はいどうぞ。 

○田草川委員 今のことも含めてなんですけれども、三番瀬の再生計画の目標というのはわか

っているんですけれども、これはちょっと余りにも唐突なんでぜひやめていただきたい。 

 というのは紛らわしいんですよ、とても。海域をこれ以上狭めないという言葉が、文言、こ

れはこれで正しいのかもしれないんですけれども、いろいろな解釈、拡大解釈される可能性も

ありますので、これはやめていただきたいというのが１つ。 

 それから、２つ目は海域を狭めない、海域というのに干潟を取り戻すということまで海域を

狭めるというふうに解釈される方もいらっしゃるんです。だから、干潟というのは、当然海域

に含まれるものであるということを一度確認しておきたい。 

 それから、３点目なんですけれども、私、確かＨ鋼杭を陸側に打つというときに、それは海

側に打てないのかという話しをしました。だけれども、いろいろ事情もあるし、できるだけ海

には影響を与えないようにということがあるんで、わずか数十センチですけれども陸側の市の

施設、市の土地に打つことで了解したわけですけれども、私、それで役所の中で説明してきま

した。だから、当然、今の、矢板の外側が海で、こっちの矢板の陸側が陸だというふうに思っ

ているんですけれどもね。そこの断面図で、海域というのは、矢板から海側は水が入る場所で

すから海域だと思っているんですけれども、そこの辺の海域の線をちょっと確認をさせていた

だきたい、これが３つ目です。 

 それから、４点目は、今度は考え方のところで、海の中で、入って遊ぶ等の利用は行わない

という意味がちょっとわからなかったんですけれども。これは、全く海には入れないんだよと

いう意味なのか、あるいはＡＰ３メートル以上の整備にして括弧してあるんで、これ以上はし

ないけれども、それ以下だったらするみたいな意味なのか、ちょっとわからなかった。 

 それから、人為的な影響を制限する、これもちょっと意味がわからない。当然、これから干

潟を再生するとかそういったことをしていけば、人為的な何らか作業があるかと思いますけれ

ども、こういうことをしないことなのかどうかということがよくわからなかったんです。 

 最後にもう一つ、裏面の海岸保全区域内の整備を前提とするとあるんです。できる限り海に

張り出さない構造ということなんですけれども、何か悪いものを海に張り出すような印象があ
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るんですけれどもね。本来、三番瀬の原風景を再生するとすれば、ここに書いてあるような、

本当は岩場とか、岩場の自然というのは本来のものではないと思っているんです。さらにここ

に点線で書いてあるような干潟がついたりするのが本来あるべき方向なのではないかと思って

いるんですが、あえてこれをバツをつけて、これはやらないと。そういう言い方をすると、こ

れからもこういうものがないような感じがしてしまいますけれども、その辺はちょっと配慮し

ていただきたいと。確かに海岸保全区域の中でしか事業ができないんだよというんだったらま

だわかるんですよ。そうじゃなくて、海域を狭めないという意味でこれ出さないんだと、そう

いうような言い方だと、ちょっとこれからいろいろ思い違いが起こる可能性がありますので、

そこら辺ははっきりしておいていただきたいということです。 

 ６点ぐらいありましたけれどもお願いいたします。 

（「関連」の声あり） 

○遠藤委員長 まずご意見を先に。はい。 

○歌代委員 今の話は、やはり保全ゾーンのところでの話というふうに私は考えておるんです

よね。ということは、ここで、海の中に入って遊ぶ等の利用は行わないとかと、そういうよう

なことも書いてあるので、今話しているのはバリエーションの話もそうですけれども、海に入

れないようなところもつくってもいいんじゃないかというふうに私は理解しておるんです。し

かしながら、親水ゾーンの面もこれからは考えていかなければならないので、やはり、前にも、

潮だまりとか、そういう画一的な面を一線を画して海に線を引くような護岸をつくらないとい

うようなことの話もありましたですよね。ですから、そういう面においても、ちょっとはこの

海岸保全区域よりも出てもいいんじゃないのかなと、潮だまりをつくるというような意味にお

いて、というような考え方があるんです。 

 それから、また、別な話もありますけれども、そこまでにしておきます。 

○遠藤委員長 具体的なご質問と、それから全体と言いますか、両方ありましたけれども、ま

ず今の田草川さんと歌代さんのご意見について、ちょっと、後でまとめていただいて。 

○事務局（江澤） じゃ発言順にちょっとよろしいでしょうか。 

 まず、倉阪委員のほうから、柵について、天端の部分についても設けないのかということで、

天端の部分についても設けないということにいたしたいと思います。海岸については、本来自

由使用が原則だということなので、自分の責任で中に入っていただくということですので、た

だ傾斜した石の護岸になっておりますので、注意看板、おりるに当たっては注意してください

というような看板はつけたいというふうに考えているところです。 
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 それから、緑化について、階段の間だけのような表現になっているということなんですけれ

ども、これについては、バリエーションの区間については天端のほうについても考えていきた

いというふうに考えているところです。 

 それから、及川委員のほうから、防護が３番目になっているということですけれども、ちょ

っと順番についてそんなに詳しいところまで考えずに並べてしまったところがありますので、

ちょっとこれも検討させていただきたいというふうに思います。 

 それから、松崎委員のほうから、保全区域と親水区域が分かれているんだけれども、なぜ明

確に分ける必要があるのかということ、人が入れないようにしたいのかどうかというふうなご

質問だったかと思いますけれども、この計画、検討を進めるに当たって、900メートル区間全

体を一気に検討するのは無理だろうということで、それぞれ分けて検討したほうがいいんじゃ

ないかということで、ゾーンという考え方を用いて検討したら検討が進みやすいのかなという

ことで、後ろの１期地区、２期地区にあわせたような形でこのゾーンというのを出したところ

です。過去の委員会においては、確かに保全ゾーン、親水ゾーンを分ける必要はあるのかとい

うことも言われておりました。県のほうとしましても、保全ゾーンだから人が入っちゃいけな

いということではありませんし、親水ゾーンだから生物が入るようにしなくてもいいというこ

とではありませんので、今明確に分けている意味というのも少しずつ薄らいできているという

ふうな状況です。田草川委員のほうから…… 

○田草川委員 目標はやめていただきたい。 

○事務局（江澤） 目標はやめていただきたい、ちょっとこれ表現方法も含めてちょっと検討

させていただきたいと思います。 

 それから、干潟は海域に含まれるのかどうかということですけれども、公有水面埋立法とい

う法律があるんですけれども、その法律から言えば、この干潟というのが潮が満ちてきたとき

に海没するところでありますから、その法律からいえば土地には含まれない。埋め立て免許を

要するような土地ではないということです。そういう解釈になると思います。 

 それから、海域の線を明確に示してもらいたいということで、今、老朽化している矢板があ

ると思いますけれども、あの矢板から海側が海域ということになります。 

○田草川委員 あと海の中に入って遊ぶ等の利用は。 

○事務局（江澤） 海の中に入って遊ぶ等の利用を行わないということで、１つは、こちらが

当初保全ゾーンということで位置づけていたということもありまして、下のほうには乱積みで、

今、石を置いているわけです。ここに人が入っていくとちょっと危ないというのがありました



－32－ 

ので、ＡＰから下については生物の生息空間に配慮したような整備を行っていこうと、人が入

れるところというのはＡＰ＋３から上で整備してあげればいいんじゃないかということで書い

ているものです。 

○田草川委員 人為的な影響。意味がよくわからなかった。 

○事務局（江澤） 保全ゾーンということで考えておりましたので、全区間にわたって人が入

って遊ぶということではなくて、生物へ配慮した整備を行っていきたいということで、このよ

うな人為的な影響を制限するというような書き方をさせてもらったところです。 

○遠藤委員長 以上ですか。 

○田草川委員 いや、もう１点あります。裏のこういうことがあってもいいんじゃないですか。 

○事務局（江澤） 保全区域というものが今明確に引かれておりますので、その中で整備を進

めていくということで考えているところです。 

○遠藤委員長 はいどうぞ。 

○田草川委員 もう１回だけ確認ですけれども、目標はぜひ見直してください。 

 それから、そもそも３丁目は、確か保全を中心にって、２丁目は適切なふれあいをって言っ

てきたと思ったんですけれども、だんだんと何か随分制限がかかってきたなという感じがした

もんですから言ったんですけれども、人為的な影響を制限する、これだって保全するんだって、

それなりのこれから再生をしていかなかったらきちんとした保存ができないと、そういう考え

でいるんで、何かこれでもう何も手をつけないでいいんだというような、あるいは手をつける

べきじゃないんだというふうな言い方はやめていただきたいということでございます。 

 それから、最後の、海岸保全区域の中でやるんだと、これはもうそれしか事業ができないと

いうんであれば、それはそれでしょうがないのかもしれないんですが、できる限り海に張り出

さない構造とするというのは、何か張り出すことがいけないことみたいな印象がある。だから

干潟をつなげることが何かそもそも海域を狭めることだとか、何かそういうふうにつながるよ

うな印象があるんで、これはやめていただきたいと、そういうふうに私は思っております。 

 以上です。 

○遠藤委員長 ほかに、上野さん。 

○上野委員 今、すごく大変な議論があったかと思うんですけれども、海の中に入って遊ぶ等

の利用の制限とか、それから一番私は印象的にあったんですけれども、海岸が自由使用である

ということがはっきり今事務局の口から出たわけなんですけれども、護岸というのはまた別物

であって、護岸は指定管理者の制限があるわけですよね。その点はどうなんでしょうか。護岸
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については自由に入ってもいいわけですか。海岸は自由使用であるという明確なお答えをいた

だいたんですけれども、護岸のところはどうなんでしょうか。 

○事務局（中山） 海岸でもいろいろな海岸があると思うんですけれども、基本的には、河川

も海岸も、人工公物じゃなくて自然公物、で考えれば自由使用と思うんですよね。ただそこに

人間の手が加わってきたときにどうかという話なんですけれども。今、河川でいえば大体２割

勾配という関係者の整備を進めていますので、できるだけ水辺に近づけようという考え方です。

それは海岸も一緒だと思います。海岸でも、例えば浦安の日の出のデッキがありますよね、あ

あいうところはかなり人工的につくられたところでして、波当たりもかなり強いというところ

で、防護柵なりの設置をしていきたいという考えでいます。ですから、断面とか、あるいは地

域の利用の仕方とかによって整備の仕方は変わってくると思うんですけれども、原則は自由使

用ということだと思います。ただそこに管理者として近づいてもいただきたいんですけれども、

やはり危険のある場所には何らかの人為的な施設というのをつくらなきゃいけないということ

だと思います。よろしいでしょうか。 

○上野委員 制限があるということですね、護岸については。 

○事務局（中山） だから、護岸の構造ですよね。例えば、今ここでやっているような護岸で

あれば、今できているところは自由にできるだけ利用していただきたいというのが多分皆さん

も感じられているだろうし、私なんかも、個人的には３割勾配であれば、被覆石ができれば、

多分ちょっと危ないところはあると思うんですけれども、やはり自由に使っていただきたいと

いうのはあると思います。 

○上野委員 今、現状の市川塩浜の護岸は、自由に使用してもいいという見解のもとで今つく

ろうとしている、つくる、完成する。 

○事務局（中山） 被覆石で３割ということは、やはり３割勾配というのは緩い勾配ですから、

人が入ろうと思えば入れるわけですよね。ですから、それをあえて制限する必要があるかどう

かということだと思います。それは管理者の考え方にもよるでしょうし、地元の考え方にも。

地元の方がどうしても入れたくないというんであれば、それは私どもも耳を傾けなきゃいけな

いというふうに考えております。 

○上野委員 わかりました。 

○遠藤委員長 佐々木さん、はいどうぞ。 

○佐々木委員 親水ゾーン、保全ゾーンという絵がずっと前から出ているんですけれども、こ

ういう委員会、勉強会の中では、もうこういう分け方というのはおかしいんじゃないかという
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意見も多数あるかと思いますので、私が言い続けているのは、こういう区域の分け方はやめて

くださいという意見を言い続けています。なぜかというと、ここになぜ保全ゾーンなのという

定義みたいなものが何もない。それでだれかに気を使ってこういう保全ゾーンという名前だけ

残しているのか、そこら辺もずっとですから、絵が変わってない。我々委員として意見を言っ

ても何も変わらないような気がしたわけです。そういうこともひっくるめて、親水ゾーンだっ

たら何をやってもいい、保全ゾーンだったら人間を入れないという明確な分け方なんかできる

わけないわけですから、その辺も考慮して、それが全体にマッチした形で親水ゾーンという形

をつくり込めばいいんじゃないかなと、この委員会で。そういうふうに思っているんです。 

 それから、目標の件でいろいろ意見が出ていますが、その下に小さい字で、塩浜２丁目では、

できる限り海側に張り出さない構造とするというまた注意書きがついておりますが、じゃこれ

以外は別に問題ないんですかという、そういうふうにとられかねないんですが。細かい字で、

塩浜２丁目ではできる限り海側に張り出さない、３丁目だったら張り出してもいい、１丁目だ

ったら張り出してもいい、そういうとらえ方はされないでしょうか。あえて塩浜２丁目だけの

問題なんですか。 

 それから、基本的な考え方についてちょっと教えてほしいんですが、３番目の防護の観点か

らという文章の一番最後に、区間全体の保全を図るという、区間全体の保全を図るというとこ

ろをちょっとご説明していただきたいと思います。 

 以上です。 

○遠藤委員長 はい。 

 ちょっと、親水と保全についての区分けについては、もともと１期、２期というような陸側

のほうの対応との関係で話しが出てきたというふうに認識しておりますけれども、確か途中で、

保全、親水というのは使う必要がないんじゃないかというご意見があったかとは思いましたね。

そういうようなこともありましたし、それから、比較的最近の議論でも、勉強会もそうですけ

れども、親水ゾーン、保全ゾーンといっても、１つの一連の海岸ですので、それを両方含めて

という意見もありましたので、ちょっとこの親水、保全というのは、そういう面では１期、２

期の対応があって、おおもとは１期地区のほうをどちらかというと親水的な要素で行きましょ

うということが当初あったと思うんですね。それが２期地区のほうが遅くなるということで、

それでは２期のほうに対応する場所を、どちらかというと生物対応といいますか、そんなよう

な経緯だったのかなと思っております。ですから、１期、２期の対応については、要は全体を

うまく保全していくと、再生していくという趣旨ですので、この字句については余り重要視し
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なくてもいいんじゃないかと思うんですけれどもね。それはこちらの認識なんですけれども。 

 あと後半の部分の質問についてはいかがでしょうか。 

○事務局（江澤） 目標のところの下に書かれている小さな言葉で、塩浜２丁目ではという書

き方をしておりますけれども、これは再生計画案の中に書かれているんですけれども、塩浜２

丁目側みたいな書き方をしていたもので、そこからちょっとそういう書き方でできてしまった

んですけれども。 

 これまでの経緯のところについては、先ほどからいろいろ意見をいただいておりますので、

これについてはちょっと見直しをしていきたいというふうに考えております。 

 それから、その下の青い枠の中で書かれている、一番下の背後地からアクセスを考慮した地

点に護岸部の利用箇所を集中させ区間全体の保全を図るということですけれども、これについ

ては、後ろからアクセスしてくる道路が１本ありますので、その前については、この部分につ

いては利用を集中させて、そのほかの部分について、ほかに部分ということはおかしいですが、 

２期地区の全体区間については保全というものを重要視しながら整備を進めていくということ

で書いたものです。 

○遠藤委員長 はい竹川さんどうぞ。 

○竹川委員 今の塩浜の護岸は、今の第１次事業計画の中できちんとした目標が書かれていて、

それに沿った工事が行われたわけですね。それで、どういうふうに書かれていますかと、海を

狭めないということも１つの問題ですけれども、こういうふうに書かれているわけです。これ

は、高潮の改修工事の中にも、そういう整備をするんだということが書かれていて、国の予算

もそういうことでもらっていると思うんです。それで、詰めて言いますと連続性の問題を解い

た後で、塩浜２丁目において、安全性の確保と、それから自然な連続性や生態系に配慮した護

岸の改修を云々と、モニタリングをしながら順応的にやるという、これが目標として第１次事

業計画の目標として書かれているもので、これをそのまま書けば別に問題はないと思います。

ですから、それを見直ししたり変えたりすることよりも、まずこの事業計画の目標をきちんと

確認すればいいんじゃないかと思うんです。 

 それで、防護、確かに緊急の問題として出たものですから、防護が重要なことはわかってい

るわけですけれども、同時に、やはりその前の海との連続性の問題、ここのところを認識しま

せんと片手落ちになるんではないかと。それで、特に前に申しますと、海域区分の第１という、

ここについては補足調査以降、つい最近までのいろいろな自然環境調査においては、かなり重

要な生態系が確認されているわけです。これは、勝手につぶしたりとか壊したりはできないわ
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けで、やっぱりそれとの見合いで護岸のありようも自然に共生的な、そういう形での護岸とい

うことになって、バリエーションのほうにしても、非常に苦労しながら横に広げるとか、ある

程度プールにするとか、小さな置き砂をするとか、そういうふうな形で話がずっと来ています

ので、それをもともと入る入らないというようなことになってしまいますと、話の筋が変わっ

てくるんじゃないかと思うんです。私が一番言いたいのは、海に親しむということで一番確実

なのは、市川市としては考えてほしいと思うんですけれども、今の江戸川放水路、江戸川の右

岸のいわゆる河川敷と、右岸のほうの大きな干潟ですね。これは非常に今子供たちも随分入っ

ていますし、一般の人が随分親しんでいるわけです。これは大きいです。 

 それから、もう一つは、市川市有地の今度の１ヘクタールよりも十数倍ある、いわゆる漁師

の方がいう干潟です。養貝場のほうです。これもやはり非常に値打ちなことですから、もっと

もっとこれを漁師さんのほうにプラスになり、市民のほうにプラスになるような親しむ場所と

して、もう少し市川市さんのほうも考えていただければいいんじゃないかなと。そういうこと

で、本筋のほうに戻してこの問題を考えるべきじゃないかと思うんです。 

○遠藤委員長 はいどうぞ。 

○宮脇委員 先ほど、緑化の仕方について倉阪先生が言われた点で、緑化試験の結果がよけれ

ばですけれども、極力バリエーションの部分だけではなくて、先ほど報告があった資料の３の

写真が出ていますけれども、フラットなところを中心に、人が通るであろうところを、できれ

ば１列緑化が進めばいいんじゃないかなというふうに期待したいです。逆にバリエーションの

ところ、スロープの下のほうまで緑化している絵になっていますけれども、高潮を考えると、

今実験しているぐらいのあたりのきわのところを少し下がったところぐらいまでで緑化は十分

でないかなと思います。緑化面を全体に増やしてもらえないかなというのが１点目です。 

 もう１点は、資料の６の７ページ目に断面図がかかれておりまして、この左側の基本断面は

期待したいんですが、もしも右側のように擁壁側が4.1メートル将来立つということになって

くると、完成断面これでいいのかというのはちょっと疑問に思いました。もしも内陸部側がこ

の擁壁を立てるということが、海岸保全区域30メートル内でこの整備を完了させなきゃいけ

ないとすると、もうちょっと内陸側にも１対３の勾配で行ったとしてももっと上に上げていか

ないと思われますが、それだとちょっと壁が立ち過ぎると思います。 

 内陸側も、もう少し協力した緑化のあり方、基本断面左側のような絵が望ましいと思うんで

すけれども。やはり右側の図面を見ますと、ここに擁壁が立ってしまうとかなり景観上印象が

変わると思いますので、もしもそうしなきゃいけないのであれば、基本断面も考えなきゃいけ
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ない部分もあるんではないかなと思っております。 

 以上です。 

○遠藤委員長 はい。どうぞ 

○倉阪副委員長 私が質問した２点に関しての意見と、あと少し話しをします。 

 まず緑化については、今、宮脇先生がおっしゃったとおり、私も実験の範囲とここの絵の範

囲がずれているなという気はしました。何か天端のあたりを実験でやっている範囲のところを

できる限り広くとったほうがいいのではないか。 

 それから、入ってもいいよということなので、そこはそもそも考え方が変わったということ

ですね。だから保全ゾーンとか、親水ゾーンとかいう分け方もやめたほうがいいと思うんです。

入ってもいいということで放っておいて看板だけというのも何かあれですから、実際整備する

際の緊急通報の何か仕組みとか、そういったものも防犯と安全の観点からは用意するというこ

とは必要かなというふうに思います。 

 それから、目標のところについては、竹川さんが話されたように、実施計画のほうを引用し

ていったほうがいいんじゃないかなというふうに思います。事業計画のほうで30ページに、

第５節のところで書いてあるのと、あと関連するところとしては、海域を狭めないというのは、

第４節のほうには書いてありますので、ただ、海域を狭めないということも書いてありますが、

監視区域を拡大するということも書いてありますよね。それ両方書いておかないと誤解を与え

るということです。特に海岸保全区域内で整備をするというのは、海岸保全施設については海

岸保全区域内で整備をすると、そういうふうな理解だと思うんです。それとは別に、再生のた

めに必要な砂つけのようなもの、これは防護という観点ではなくて再生という観点からやるも

のについては、もう少し柔軟に海域の、海の中の状況を改善するという観点から、海岸保全区

域の範囲に限定はされないというふうにもともと思っておりますので、そこが誤解がないよう

な形で書き直すということが重要かなというふうに思います。 

 以上です。 

○遠藤委員長 松崎さんどうぞ。 

○松崎委員 確認です。海岸は自由使用ですね。 

 それともう１点、柵は設けない、前回議論になりましたけれども柵は設けない。看板、転落

防止とか、看板をつけるんだと、ということは転落に関しても何でも自己責任であると、落ち

た場合とか、そういう場合には自己責任だと。それで、先ほど倉阪先生おっしゃっているよう

に、そのときには緊急の通報とか、そういう説明があってもいい、という話しだと思うんです
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が、この２つ。海岸は自由使用、自己責任ですね。 

○事務局（中山） 海岸は自由使用という意味が、これは言葉がまた一人歩きしちゃうとあれ

なんですけれども、一般的には自由使用だと思っているんですけれども、何かほかに自由使用

じゃないという例があるんでしょうか、ちょっとわからないんですけれども。 

 言葉の解釈の仕方で、広く言えば、河川のことを言えば河川は自由使用ですから、特に制限

はございません。特に、今、国のほうの施策でも、できるだけ、365日、川に近づいていただ

きたいというのが方針だと思っています。 

○松崎委員 ですから、保全のことをおっしゃっているんでしょうね、これ海の中に入って遊

ぶ等の利用は行わないんだとか、人為的な影響を制限するんだとかと、こう書くから…… 

○事務局（中山） これは、あれですね、たまたまと言っちゃあれなんですけれども、ここを

保全ゾーンと決めたときにこういう考え方を持ったということであって、ちょっと言葉足らず

ということだと思います。 

○松崎委員 柵は設けないんですね。 

○事務局（中山） 柵は、今の時点では設けないというふうに一応考えておるんですけれども、

またこれから護岸の形が変わったり、あるいは背後地の利用とか、そういういろいろな諸条件

が変わっていく中では、もうそれが絶対的なものだという考え方ではないと、そこはご理解い

ただきたいと思います。 

○松崎委員 現時点では柵は設けない。 

○事務局（中山） そういう形で今管理のほうとは調整しております。 

○松崎委員 でも、今後変わる可能性はあるんですか。 

○事務局（中山） ですから、断面が変わるとか、あるいは背後地の利用や、いろいろがあっ

て、やはり近づけないほうがよろしいんじゃないかという判断があれば、それはそのときに変

更もあり得ると。 

○遠藤委員長 よろしいですか。 

○松崎委員 はい。 

○遠藤委員長 その辺については、いろいろな、それぞれお考えのところがきっとあるんだろ

うと思うんですけれども、それはさておきまして、要はこの護岸検討委員会としては、過去の

経緯を踏まえて、事務局は多分体制がこういう流れで来ただろうということや何かを踏まえて

まとめてきたんだろうと思うんですね。それで、こうやってまとめられましたけれども、やは

り日を経ていくにつれて、いろいろ議論していて、やはりもう少し配慮することがあると、あ
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るいはいろいろ様子がわかってきたとか、そういうことがあって、いわゆるステップを踏みな

がら少しずつ変わってくるということは十分あり得ることだろうと思いますので、そこでは、

護岸検討委員会の中でよく議論して、そして決めていけばいいんではないかと、ただそのため

に工事がだんだん遅れてしまうというようなことも一方においてあるわけですけれども、原則

的には、ここでまとめてきたものと、やはり時期的なことがあって、立ち入りができないよう

な表現になってしまうと自由に使えないとか。一方において、人工物をつくってしまうと管理

責任があるみたいなところもあるようなんですね。ですからその辺の兼ね合いと。それから、

また、つくる側は入ってほしくないと思っても、逆に住民は自分の意思で入ってしまうという

こともあるだろうと思うんですね。ですから、その辺、やはりどこかで調和点を設けながら決

めていくということがこの委員会ではないかと、このように思います。 

 あえてまとめてしまったわけではないんですけれども、ちょっと時間が大分経過してしまい

まして、今の議論があったところを事務局のほうで再度まとめていただいて、この次にまた、

これをそれぞれもう少し整理をしていただくと、もう整理をしてあるんですけれどもね。そう

いうことでよろしいでしょうか、今日のところは。 

 はいどうぞ。 

○清野委員 時間がないのでお願いだけ言います。 

 まず、千葉県の中で、市町村で海岸を管理しているところが、どこが、どういうふうにやっ

ているのかというのを次までに県のほうからぜひ資料を出してください。 

 なぜかというと、今の議論は、市がほとんど管理しないで、県のほうで引き受けるという前

提になっているので、結構あれもできないこれもできないということになります。ただし、ほ

かの市町村で、市町村が管理しますということを積極的に申し出ていただいたり、あるいは自

治会連合さんとか、ユーザーの協議会とかがあると、もうちょっと幅が広がってくるんです。

だから、そこをやっぱり市と話し合っていただいて、どこまで地元の協力が管理に得られるか

によって、最終的な設計にかかわってくるので、それを早急に詰めていただけたらと思います。 

 それから、胸壁ですけれども、これも今回絵として出ていますけれども、結構現実的な話に

なってきていると思います。ですから、そろそろ背後地の方々に、防護が完成するというとき

には、もう胸壁というのもあり得るということと、それから4.1メートルとか、多少かさ上げ

しても３メートルぐらいにしかならないので、そういうときにどういう景色になるかというの

も、本当に最後通告みたいで申しわけないんですけれども、それを言っていかないと事業が終

わらないと思います。ですから、防護のほうでこれだけ心配されているということですので、
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ぜひそこら辺のネジを巻いていただいて、最終的な決定に進んでいただけたらと思います。 

 以上です。 

○遠藤委員長 それでは、先ほど言いましたように、バリエーションについては、再度まとめ

ていただくということでまた次の回に議論していただくことにいたします。  

○榊山委員 皆さんの議論を聞いていて少しわからなくなってきたので、事務局がまとめると

きにお願いしたいのは、親水性と生物の保全、環境の保全を、どの程度、どちらを重要視して

ここの護岸をつくっていくのかというのを少し定量的にでも示していただきたいんですけれど

も、今、話を聞いていると、何か親水性のほうをすごく重要視するような意見が多かったよう

に私は感じたんですけれども、そうじゃないんですか、違いますか。そんなことないですか。 

○田草川委員 私は違いますよ。 

○榊山委員 ああそうですか。 

○遠藤委員長 よろしいですね。 

 はいどうぞ。 

○工藤委員 大変保全ゾーンというのも名前が、イメージが悪いのか反対が多かったんですが、

海の生き物には残念ながらサンクチュアリはありません。したがいまして、ただ黙ってみんな

でとってしまえばみんななくなっちゃいます。必ず種苗の供給等は行わなければならないんで

す。それから自然に供給してくれる場所というのがもとにないと、それがないと全滅してしま

うんです。 

 ですから、そういう意味で、やはり親水ゾーンというのは皆さんが入って安全なように徹底

的な管理を行って、そして安全に遊べるようにして差し上げるべきところなんです。それに対

して、こちらは、天然の生き物というのは別に手を入れなくてもいいんです。全然放っぽっと

きゃ増えるというわけにいきませんけれども、それなりの、それぞれの生物に対応した生かし

方、増やし方があるんです。それは、子供たちが入って珍しいものをとってしまうというのと

はまた違う世界なんです。ですから、そういう意味で、やはり保全ゾーンというのは考えなき

ゃいけないと思うんです。これはもう絶対に必要ですね。全く無差別に、どこでもお入りくだ

さい、何でも持っていってくださいということになると、それは荒廃したものになってしまい

ます。 

○遠藤委員長 保全ということについての認識もわずかなところかもしれませんけれども、ち

ょっと違いがあるのかなという気もしますので。 

○工藤委員 高山植物なんかはもう極めて常識的にとっちゃいけないということになっていま
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すし、鳥もそうですよね、とっちゃいけないことになっている。そういうのははっきりしてい

るから大丈夫なんです。だけれども魚とか貝類は、だれがとっても文句の言いようがない。レ

ッドデータブックに載っていてもとったって罪にならないんです。ですから、持っていっちゃ

えばそれまでですよね。ですから、そういう意味で保全は必要です。 

○遠藤委員長 では、ちょっと時間の都合もありますので、バリエーションについては、先ほ

ど申し上げましたような方向で再度まとめていただいて議論するということにします。 

 それで、議題の３つ目がありまして、これは市川市の塩浜１丁目の海岸再生事業ということ

で実は初めて出てきたわけですけれども、議論する時間がありませんけれども、ちょっと報告

だけまずしていただくということで、今日新たに出てきましたので、ちょっとだけお願いした

いと思いますけれども。 

 では、お願いします。 

○事務局（江澤） これについては、地域づくり推進課のほうから説明していただきます。 

○県総合企画部 県総合企画部理事の森でございますけれども、最後の資料７は、一番下のＡ

４、１枚でございますけれども、その説明の前に、これに関しまして一言お願いをさせていた

だきます。 

 長らく、いろいろとお騒がせをしておりました塩浜１丁目護岸、これにつきましては、地元

の市川市との協議がようやく整いまして、市の協力を得ながら、県が事業主体となって改修す

るということで決着をいたしました。今回、６月の補正予算で3,000万円という予算も承認を

されまして、今年度は基礎調査と概略設計を行うこととしております。つきましては、２丁目

護岸の整備に関しまして蓄積されたノウハウのもと、ぜひ、この検討委員会において、塩浜１

丁目護岸につきましてもあわせて検討いただきたいというふうに考えておりますのでご協力の

ほどをよろしくお願いを申し上げます。 

 詳細につきましては、資料７について、担当から資料説明をさせますのでお聞きとりくださ

い。よろしくお願いします。 

○三番瀬再生推進室 地域づくり推進課三番瀬再生推進室でございます。 

 それでは、資料７の資料につきまして説明をさせていただきたいと思います。 

 まず最初に、護岸検討委員会に塩浜１丁目護岸の検討を加えることについてということでご

ざいます。 

 これは、先ほどごあいさつにありましたように、１丁目護岸につきましては、市とこれまで

何度か協議を重ねてまいりまして、その結果、三番瀬再生事業として、市の協力を得ながら県
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が恒久的な改修整備を行う方向で調整が整いました。そして、今年度、基礎調査（地形測量、

実質調査）を実施しまして、概略設計を行うこととしております。このため、現在、塩浜２丁

目護岸の検討が進められています本検討委員会に１丁目護岸の検討を加えることについて、委

員の皆様方のほうにご承認いただきたいというのが１点目でございます。 

 ２つ目は、塩浜１丁目護岸の構造検討等の進め方についてでございます。 

 １丁目護岸は、鋼矢板の腐食など老朽化が著しい。調査結果では、平成26年度中には必ず

しも安全性が保たれているとは言えないという見解が示されておりまして、安全性の確保の観

点からは早急な改修整備が必要であること。また三番瀬の再生を進める上で、海と陸との自然

な連続性や親水性を取り戻す必要があること。 

 以上のことから、アンダーラインにありますように、護岸の構造等の検討に当たっては、親

水性に配慮しつつ、特に安全性の確保の観点に重点を置きまして、市と協議しながら、既に検

討が進められている２丁目護岸の検討結果、成果等を参考に進めていきたい。そして、検討案

を、あらかじめ複数作成した上で、本護岸検討委員会とか再生会議に諮りながら進めてまいり

たいというふうに考えております。 

 ３点目の事業スケジュールでございます。 

 本事業の執行に当たりましては、我々総合企画部でございますけれども、県土整備部へ執行

依頼を行いまして進めることとしております。事業の執行機関につきましては、県土整備部の

葛南地域整備センターで実施することとしております。 

 基礎調査につきましては、現在委託発注の準備をしているところでございます。８月には契

約を済ませまして、９月から調査を開始したいと考えております。 

 また、地質調査につきましては12月までに、地形測量につきましては11月を目途に進めて

いきたいというふうに考えております。 

 また、基礎調査の結果をもとに、今年度概略設計につきまして複数案作成していきたいとい

うふうに考えております。 

 また、来年度につきましては、環境調査を行うとともに、今年度の検討案をもとに、基本設

計、そして詳細設計を進めまして、平成23年度の工事着手を目指して進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 参考といたしまして、事業位置ですとか、基本構造イメージを載せさせていただいておりま

すけれども、事業位置につきましては、塩浜１丁目のちょうど先端部から約600メートルの区

間が事業位置でございます。 
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 また、基本構造につきましては、これはあくまでもイメージでございまして、２丁目護岸の

当初の基本構造をもとにここに載せさせていただいたものでございます。決まったものではご

ざいませんので、あくまでもこれから議論に載せるためのイメージ図というふうにとらえてい

ただければと思います。 

 説明のほうは以上でございます。 

○遠藤委員長 ありがとうございました。 

 予定より、大分時間を経過してしまいましたので、ちょっとご説明だけということにしまし

たけれども、やはり重要なものには時間をかけなければと思っていましたので、こういう時間

配分になってしまいましたけれども。 

 今のようなことで、１丁目については、２丁目がいろいろ検討されているということもあり

ますし、また、非常に身近な場所でもあるといったことから、新たな委員会をつくってやると

いうことよりもこの委員会で検討していただきたいというご意向がありまして、今のようなご

提案ということです。少し具体的な進め方とか、あるいはスケジュール等にもお話しありまし

たけれども、基本的にはこの委員会で１丁目も含めて、三番瀬の一部でもありますので、やっ

ていくということについて何かご意見ございますでしょうか。 

 じゃ竹川さんどうぞ。 

○竹川委員 じゃ簡単にやりますので。 

 ここの市川市から出された要請というんでしょうか。これにつきましては、前面に干潟化を

図るという文句があるわけですね。ですから、この基本の設計からしますと、前面に干潟化を

図るということになってきますと、もしもそれで県が了解されたというんであればちょっと問

題があるんじゃないかなと。ここに県がそうでなくて、安全性というようなところに限定され

て設計されていくんだということであれば、その問題は消えます。 

 というのは、ここの場所は、現在市川行徳漁協の船着き場というんでしょうか、その場所に

入ってきますし、前面の海域は船橋漁協の漁区ですからね。そういうことで、かなり前に砂を

つけたり何かしていきますと大きな問題になってくるんじゃないかなと、その辺の質問だけで

す。 

○遠藤委員長 わかりました。 

 じゃ上野さんどうぞ。 

○上野委員 この２番の項目なんですけれども、アンダーラインが引かれているところですけ

れども、親水性に配慮しつつという文言がありますけれども、親水性、なぜ親水性に重点を置
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かれるんでしょうか。やはり環境保全ということが第一番じゃないかなというふうに思ってい

るんですけれども、この辺の見解を教えてください。 

○遠藤委員長 じゃお願いします。 

○県総合企画部 まず、竹川委員のほうのご意見ですけれども、そういう要請は要請として、

この護岸検討委員会でご検討いただきたいというのが今日のお願い事でございます。 

 それから、上野委員のほうでいただいた親水性ですけれども、配慮しつつ、特に安全性の確

保の観点に重点を置く。安全性の確保に重点、これがこのアンダーラインの意味なんですが。

親水性ということも配慮はしなくてはいけないだろういう意味でしつつ、こういうふうに書い

てございますけれども、よろしいでしょうか。 

○上野委員 環境保全というのは、大切なことなんで、やはりその辺が抜けると何か寂しいな

という感じがします。 

○遠藤委員長 じゃ簡単にお願いします。 

○倉阪副委員長 やはり皆さん、この三番瀬の事業計画とか実施計画に立ち戻って考えたほう

がいいと思うんですね。そこで、実施計画の中には、安全性が保たれていない護岸については、

安全かつ生態系に配慮した護岸改修を早期に進めると書いてあるんです。だからそういうよう

な文言をやはり尊重して、こういう文章づくりをしていただいたほうがいんじゃないかという

ふうに思います。 

○遠藤委員長 どうぞ。 

○田草川委員 地元として一言だけ。 

 当然、安全、環境、親水と、これはもう護岸を整備する三原則ですから、そういう考え方で

す。親水についても、あそこ先に航路がありますから、入って遊ぶとか、それこそそういうこ

とではありません。できるだけ水辺に近いところまで歩けるぐらいのことを考えております。 

 それから、干潟については、むしろ環境面で、私たちは干潟を再生したほうが環境のために

はいいと、そういう考えでありますので、原則のとおり干潟再生を盛り込んでいただきました。

それが、構造が原則で私たちも負担しましょうと、そういうことですから、これはしっかりし

た姿勢でもってやっております。 

 以上です。 

○遠藤委員長 今日のところは、そういうことで１丁目の件も、この護岸検討委員会のほうで

検討していただきたいというご提案ですので、今のような細かいご意見はいろいろあるかと思

いますけれども、とりあえずここの委員会でそういう方向で検討していきたいということにつ
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いてご異議ありますでしょうか、よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○遠藤委員長 では、この件については、この委員会で検討していくということにします。 

 詳細につきましては、今日時間がありませんでしたので、また議論していくということにし

たいと思います。 

 それで、あと、このことについて、竹川さんのほうからちょっと資料があるということで私

の手元にあるんですけれども、そういう資料等がある場合は事前に委員の方に配付できるよう

にしたいと思いますので、事務局のほうにそういう場合はお申し出いただきたいと。当日にい

ろいろな資料を配られてもいろいろありますので、そのようにしていただきたいと、このよう

に思います。 

 それでは、そういうことで、１丁目の件についてはそのようにいたします。 

 ちょっと時間がないんですけれども、会場の方、何かご意見ありましたら。 

 まず、一番右の方からどうぞ、ご意見だけまず申し上げてください。 

○会場 目標の文言についてです。こういう形で、ここで表現されたことについて異論が出ま

した。それは表現方法を変えますということですが。この目標自身は、皆様の話し合いで、再

生の目標として決められたことというか、合意されたというか、ことが、こういう文言が出て

きたので、これ自身をぜひ尊重して否定はしないでいただきたいと思います。 

 以上です。 

○遠藤委員長 はいどうぞ。男性の方お願いします。 

○会場 さいたま市のイトウと申します。 

 再生会議の場合には円卓会議という会議がありました。現在の護岸の検討委員会も、そこか

ら発生したんだと私は思っているわけなんです。そういう意味で、この海域をこれ以上狭めな

いことを原則とするという原則は、再生会議のみならず、円卓会議の合意でもあるかというふ

うに思います。ですから、このことを皆さんには、この委員の方にはぜひ尊重していただきた

いと思います。 

 それから、もう一つなんですけれども、先ほど１丁目の護岸の話が出ましたけれども、これ

は再生会議でもう既に検討された話なんでしょうか。もしそうでなければ、私は、再生会議に

まず議題として出すべきテーマではないかというふうに考えます。 

○遠藤委員長 じゃお願いします。 

○会場 ウシノと申します。 
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 今、塩浜１丁目のことで、環境保全にも考慮するということが言われましたけれども、塩浜

２丁目の今、今日のバリエーションのことなんかでも、そういう環境保全に配慮するんでした

ら、ぜひとも海岸保全区域の中でやっていただきたい。先日も申し上げましたけれども、さら

に要求いたします。 

 以上です。 

○遠藤委員長 今、いただきましたご意見につきましては、十分尊重しながらというふうには

思っております。 

 それから、今の１丁目のこの委員会での取り扱いということですけれども、皆さんの了解が

得られれば、あるいは得られましたので、どういう方向でやっていくかということを三番瀬再

生会議のほうに申請をしまして、あるいは評価委員会等からもまた何らかの指示があるだろう

と思いますので、そういったことでまずここでご了解いただいたと、このようなステップでご

ざいます。 

 はいどうぞ三橋さん。 

○三橋委員 ２丁目は、背後地の利用方法がいろいろ影響を受けるということになっているん

だけれども、１丁目はそういうことを考えなくていいんですか。 

○遠藤委員長 その辺もちょっと環境が違いますので、これから議論していくんだろうと思い

ますけれども。 

○三橋委員 船橋漁業の範囲も入りますよね。 

○工藤委員 漁場がね。 

○遠藤委員長 そうですね、はい。 

○三橋委員 ですから、ここの会議で検討するのはいいんだけれども、その前に再生会議でど

うなのかということが先なんじゃないですか。 

○遠藤委員長 じゃその辺も事務手続上の問題もあるかと思いますので、その辺も次回までに

調べていただいて、ここではご了解いただいたわけですけれども、どのような進め方をしたら

いいかということについて、もう一回詰めていただくということでよろしいですか。 

 では、１丁目についてはそのような方向でさせていただきます。 

 大分超過してしまいましたけれども、それでは、最後にその他ということで事務局のほうか

らお願いします。 

○事務局（宇田川） それでは、次回の委員会などの開催予定について説明します。 

 次は８月下旬に勉強会を予定しております。それと９月上旬に現地見学会を予定しておりま
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す。 

 以上です。 

○遠藤委員長 以上で議事は終了しましたので、進行を事務局にお返しします。 

○事務局（宇田川） 遠藤委員長、長時間にわたり議事進行ありがとうございました。また、

委員の皆様、多様な視点からさまざまなご意見をいただきありがとうございました。 

 それでは、以上もちまして、第26回市川海岸塩浜地区護岸検討委員会を閉会させていただ

きます。ありがとうございました。 

午後８時０８分 閉会 


